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お わ り に

は じ め に

1980年代以降しばらくの間，インド史におけるムガル帝国の位置づけが学界

の重要な論点となったことがある。この問題提起を行ったのはおもに，18世紀

以降ムガル帝国の政治的解体に伴って各地方に登場した後継諸国家を専門とす

る研究者たちであった⑴。多岐にわたるその論点の一つは，ムガル帝国の中央

集権性に対する疑義であった。
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⑴ 代表的な論著は［Bayly 1983］，［Perlin 1983］，［Perlin 1985］，［Alam 1986］，

［Wink 1986］，［Marshall 1987］，［Washbrook 1988］，［Subrahmanyam &

Bayly 1988］など。



君主を中心にして高度に集権化されたその国制が，農業制度の危機とジャー

ギール制度の危機に直面して18世紀初頭までに崩壊したという従来説の図式に

立つならば，インド史上の18世紀はその後の植民地時代を導く，混乱と停滞の

時代であったことになる⑵。これに対して彼らの研究は，各々の地方社会にお

ける商業活動の発展を明らかにし，18世紀においてインドの社会経済がむしろ

活況を呈していたことを重視した。そうであるなら，帝国の崩壊は社会の停滞

を導かなかったことになるから，それまで地方社会を覆っていたという帝国支

配の強度や画一性そのものが疑われることになる。Alamと Subrahmanyam

の言葉を借りれば，帝国の実態は「床一面のカーペット」というより「パッチ

ワークのキルト」ではなかったか，という問いが投げかけられたわけである

［Alam & Subrahmanyam 1998 : 57］。

これに対してムガル帝国史を専門とする従来説の研究者たちは，この問題提

起を「修正主義」と呼び，反論を提出した⑶。しかし「修正主義」者たちはも

とよりムガル帝国の史料に通じた専門家ではなかったから，この論争が帝国国

制の実証的な再検討にまで及ぶことはなかった。そして1990年代末以降，ムガ

ル帝国の歴史研究が文化史的な諸側面に重心を移すにつれ，この問題は充分に

議論されることなく現在に至っている⑷。

もちろん「修正主義」からの問いに，従来説の準備が皆無だったわけではな

い。むしろこの論争が生じるまでに，ムガル帝国の制度史研究は，農業経済に

関する Habibの研究をはじめとして，社会経済史の分野を中心に大きな進歩
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⑵ 二つの危機について詳しくは，［Habib 1963 : 317-351］，［Chandra 1982］，

［Moosvi 1985］を見よ。

⑶ とくにインドの研究者を中心とする従来説からの反論は［Athar Ali 1986/7］，

［Athar Ali 1993］。またインド洋におけるインド商人の貿易活動についても，18

世紀に衰退が見られたとする説が有力であることに関しては，さしあたり［長島

2000 : 161-163］を見よ。

⑷ 18世紀の位置づけ，ひいてはムガル帝国時代の位置づけをめぐる一連の議論と

そのインパクトについては，［Subrahmanyam 1992］および［Alam & Subrah-

manyam 1998］の序文が手際のよい整理になっている。関連する論文の集録が

［Alam & Subrahmanyam 1998］のほか［Barnett 1999］，［Marshall 2003］，

［Alavi 2003］。その他参考になるのは［Hintze 1997］，［中里 1999］，［水島

2006］。



を見ていた［Habib 1963］。ところが帝国の国制そのものについては，20世紀前

半に Ibn Hasanによって制度の骨格が記述された後，Qureshiと Richardsに

よる部分的な貢献を別とすれば，ほとんど研究の進展がなかった（[Ibn Hasan

1936] ; [Qureshi 1973] ; [Richards 1975] ; [Richards 1986]）。とくに，そのような骨

格のもとで帝国の制度が実際どのように運用されていたのか，という「修正主

義」者の問題提起に答えるだけの知見は，いまなお乏しいままなのである。

以上のような問題意識のもと本論は，ムガル帝国国制の軍務部門を担ってい

たバフシ bah
̆

šī職，なかんずく中央政府においてその筆頭にあった大バフシ職

の運用の実態を，就任者の職歴や親族関係といった人的要因から明らかにしよ

うとするものである。

ムガル帝国における人材運用の問題はもちろん，マンサブ制度との関連から

貴族研究の一部として取り組まれてきたテーマではある。とくに Athar Aliの

任官者総覧は貴族研究の網羅的な基礎データを提供したものであり，史料批判

の不全や細部の錯誤など問題はあるものの，本論を含めその後の研究に裨益す

るところは大きい［Athar Ali 1985］。しかし従来の貴族研究はおおむね，「イラ

ン系」「インド・ムスリム」などの「民族・宗教集団」からなる貴族層の「構

成」の動態を保有マンサブ総数の多寡から導こうとする数量研究⑸か，個別の

有力家系の消長を記述する事例研究⑹に終始してきた。それゆえ国制の運用と

これを担った人材としての貴族層との関係という問題意識は希薄であった。本

論は従って，貴族研究のこのような欠落を補うことも目指している。

さて，ムガル帝国の国制は，財務，宮内，宗務，軍務の�つの部門から成り

立っており，それぞれの部門は官庁（daftar）を備え，それぞれに長官職が置

かれていた。史料上の用語は，財務長官が dīwānないし wazīr，宮内長官が

mīr sāmānないし h
̆

ān sāmān，宗務長官は s
･

adr al-s
･

udūrであり，軍務長官で

ある大バフシに相当する用語は後述するとおり多数ある。
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⑸ この手法によってアウラングゼーブ時代の貴族層を研究した成果が［Athar Ali

1966］。この手法をそのままシャー・ジャハーン時代に用いたのが［Anwar 2001］

である。

⑹ 代表的な成果は［Habib 1969］，［Husain 1999］である。



このような国制の姿は，ムガル帝国の祖であるティムール朝の影響を濃厚に

うかがわせる［久保 1997］。たしかにバフシという身分およびバフシ職はムガ

ル帝国に先行するデリー・スルターン朝時代の史料にはいっさい在証されない

から，その起源はティムール朝に求めるべきだろう。とはいえ軍務庁の書記官

職としてむしろ下層に位置していたティムール朝時代のバフシ職と，ムガル帝

国におけるそれとの間にはかなりの開きがある。またティムール朝時代のバフ

シがまとっていたトルコ語文語の担い手という文化史的な意味合いは，ペルシ

ア語文語が卓越するムガル帝国の環境のなかで完全に脱色されている⑺。

ムガル帝国において大バフシ職が存在感を放つのは，同職が，1573/4年に導

入されたマンサブ制度の要であったためである。この制度は，マンサブ保有者

（マンサブダール）に兵備の維持という軍事上の義務を課すものであった。この

義務に対応してマンサブダールに割り当てられた俸給の総額は，帝国の歳入額

の�割を超えていたという試算がある［Moosvi 1987 : 270］。帝国の奉職者の多

くはマンサブを授与されることによって，その職務の内容にかかわらず，俸給

制度上は軍人の身分にあった⑻。この点において，大バフシ職は，軍務部門の

筆頭にあることによって，帝国人士の大半の俸給を統御する機能を果たしてい

たことになる。それゆえ同職は，帝国の俸給制度と貴族制度の両側面を有して，

帝国の人事の大半を覆っていたマンサブ制度，ひいては国制全体を理解する上

で何より重要な鍵であると考えられるのである。

以下，本論では，⑴ムガル帝国におけるバフシ職全般を概観することによっ

て国制における大バフシ職の位置を確認し，⑵同職就任者の一覧を作成するた

めの考証を開示したうえで，⑶就任者のマンサブ，職歴，親族関係という，同

職の運用における人的要因を分析する。検討の対象とする期間は，マンサブ制

度が導入された1573/�年以降アウラングゼーブの死去（1707年）までとする。

同職が国制において重い意味を持ったのはマンサブ制度ゆえだからであり，ま
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⑺ バフシという身分およびバフシ職についての通史的記述は［Köplülü 1942］。テ

ィムール朝時代のバフシについては［Esin 1970］，［Esin 1979］，および［Ando

1992 : 234］。

⑻ 職務上，軍事とは関連のない宗務長官（s
･

adr al-s
･

udūr）や文人などがマンサブ

を授与された例が数多くある。



たその国制が働いていた帝国が体をなしていたのは通常，アウラングゼーブ時

代までと考えられるからである。

なお本論においては，年代を西暦に換算して叙述する。これは，以下のごと

くムガル帝国時代に様々な年号表示が行われたため，研究上，何らかの標準化

を要するからである。諸史料においてはヒジュラ暦の他に，「治世第〜年」の

ごとく，君主の即位した年を第�年とする年号表示が用いられている。そのさ

い用いられた暦法は時代によって異なり，春分始まりのイラン太陽暦が用いら

れた時代（アクバル時代，ジャハーンギール時代）と，君主の即位したヒジュラ暦

月朔日を元日としてヒジュラ暦が用いられた時代がある（シャー・ジャハーンの

治世各年の元日はジュマーダー・アッサーニー月朔日，アウラングゼーブのそれはラマ

ダーン月朔日である）。

� ムガル帝国におけるバフシ職全般

本論における議論の対象は，ムガル帝国中央政府の軍務部門を統轄する大バ

フシ職である。本節では，後続する議論の前提とするため，⑴本論におけるこ

のバフシ職の呼称を定義し，⑵同バフシ職の職務を概観し，⑶ムガル帝国に置

かれていたその他のバフシ職について簡潔に記述することによって，同バフシ

職の位置づけを明確にする。

�.� 呼 称 の 定 義

従来研究では，帝国行政の軍務部門のトップに位置するこのバフシに，史料

上の呼称でもある「ミール・バフシ」mīr bah
̆

šī（筆頭バフシ）という名称を与

えるのが普通である。しかし本論の論述ではこの名称を，総称としては用いな

い。というのも，ミール・バフシが二つの意味を持つために，本論の研究にお

いては混乱を来すからである。後述するとおりこのバフシ職の定員は複数であ

ったと考えられるのであるが，ジャハーンギール時代までは各々を区別せず呼

称していた。これがミール・バフシという名称の一つめの意味である。一方，

同職にはシャー・ジャハーン時代以降，第�バフシ（bah
̆

šī-i awwal）と第�バ
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フシ（bah
̆

šī-i duwwum）に，さらにアウラングゼーブ時代には第�バフシ

（bah
̆

šī-i siwwum）にまで，分化と序列化が生じた⑼。そしてミール・バフシの

呼称はこのうち第�バフシに対してのみ用いられた。これが二つめの意味であ

る。本論は第�バフシ職のみならず，史料上追跡できる第�バフシ職までを検

討に付するので，これらの総称としてミール・バフシという用語は適切でない。

史料には，同職在任者に与えられた呼称として他に，⑴ bah
̆

šī-i kull，⑵

bah
̆

šī bīgī，⑶ bah
̆

šī-i buzurg，⑷ bah
̆

šī-i mamālikあるいは bah
̆

šī al-mamālik，

⑸ bah
̆

šī al-mulk，そして必ず複数形によって用いられた⑹ bah
̆

šī-ān-i ʻiz
･

āmを

検出できる。また後述する通り，筆者は⑺ bah
̆

šī-i h
･

ud
･

ūr および⑻ bah
̆

šī-i

dar-h
̆

ānahも同職在任者を指す呼称であったと考えている。以上のうち⑴，⑵，

⑶はアクバル時代，ジャハーンギール時代にしか現れない呼称であるから，シ

ャー・ジャハーン時代以降の第�バフシ以下を包摂できない。⑷は用例が乏し

い。⑸は後述するような州政府配属のバフシまで包摂してしまう。⑺，⑻はそ

れ自体考証を要する呼称であるから，総称としては不適切である。

それゆえ本論では⑹ bah
̆

šī-ān-i ʻiz
･

āmから単数形を還元して「大バフシ」と

いう呼称を総称として用いる。そして個別の就任者の職名に言及する場合，ジ

ャハーンギール時代以前であれば「ミール・バフシ」，シャー・ジャハーン時

代以降であれば「第�バフシ」，「第�バフシ」，「第�バフシ」と呼称する。な

お，ムガル帝国時代の史料は，呼称の用法に厳密ではない。同一時期の同一人

物に対して同一史料が別の呼称を用いる例さえ散見される。また，ある大バフ

シについて史料が単に bah
̆

šīとしか言及しない用例もしばしば出現するので，

逐一考証する必要がある。

�.� 大バフシの職務

大バフシの職務の概略は，Ibn Hasanおよび Qureshiによって示されている。

たしかに両者が十分に利用しなかった「業務要領書」群（dastūr al-ʻamal），イ
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⑼ アウラングゼーブ時代に第�バフシまで存在したという従来説に根拠がないこ

とは後述する。



ンシャー文献群，そしてアーンドラ・プラデーシュ州古文書館所蔵の文書群を

用いて，詳しく検討すべき問題点は数多い。しかしそのような詳細に関する調

査は本論の範囲外に属するので，ここでは両者の記述を参考にしつつ，以下の

議論に必要な概略を描くにとどめる［Ibn Hasan 1936 : 94-97, 215-228 ; Qureshi

1973 : 77-84］。なおバフシという職（ないし身分）はもちろんバーブル，フマー

ユーンの時代にも存在した。しかし以下ではマンサブ制度下における大バフシ

職の職務を記述する。

大バフシの職務の第�は，勅令書の発行手続の一部を担当することであった。

すなわち，マンサブの授与，ジャーギールの発給，免租地（suyūrġāl）等の下

賜，および宰相職・財務長官職・宗務長官職などの顕職の任命に関する勅令は，

大バフシの官庁を複数回通過して文書化され，大バフシその他の担当官による

署名・押印のうえ発行された。

職務の第�は，マンサブダールの統括である。大バフシは，マンサブの加増

やマンサブダールの新採用に関する記録簿，王府駐在のマンサブダールおよび

諸州配属のマンサブダールの名簿などの公文書を作成した。またマンサブダー

ルの兵員・軍備の管理も同類の職務であり，軍馬の烙印や兵士の認証に関する

証明書の作成，烙印・認証の業務日誌の作成，烙印・認証に当たる職員の管理，

軍役への参軍証明書の作成などがその内容であった。

第�は，宮廷の警護である。警護を直接担当するのは衛士（史料上の呼称は

čawkīないし kišik）の集団であり，大バフシは衛士の記録簿を作成し，衛士の

監督員を任命することによって，この集団を統括した。

第�は宮廷における君主への拝謁の管理である。マンサブダール採用候補者

の拝謁を取り次いだり，宮廷に来着する州政府高官や外国使節を応接し謁見に

付するのがその内容であった。マンサブ加増の請願も大バフシの仲介を要した。

このとき君主に近侍する大バフシは玉座の右側に起立するのが定例であった

［BNL : i, 380-381］。

第�は，諸州・諸軍団に配属された事績記録官（wāqiʻah-nawīs）からの情勢

報告を君主に上奏することである。事績記録官の任命は大バフシの権限下にあ

った。
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以上第�，第�，第�の職務を合わせて考えれば，大バフシ職の重要な機能

のひとつが君主と外界との接触を統御することであったことを見いだせよう。

大バフシはその職務上，君主ときわめて近しい距離にある人物だったことにな

る。

また，軍務部門の筆頭に位置した大バフシの職務は軍務関係の文書行政に大

きく傾斜している。大バフシ就任者が備えていた素養の中に，しばしば文筆の

才が含まれていたことはこのような大バフシの職務内容とおそらく関係がある。

また，就任の際あるいは祝日の慶賀の際，大バフシに君主から恵与されたのは，

財務長官に対してと同様，インク壺あるいは筆ないし筆入れであった［JNt : 9,

371 / JNa : 6, 326 ; MAl : 157, 196, 472］。このような大バフシ職の性格は，アクバ

ルからジャハーンギールの時代にかけて同職を長くつとめた Šayh
̆

Farīdに関

する次の二つの所伝によく現れている。ジャハーンギールは同人について，

私は，自分の父にミール・バフシとして奉職していた Šayh
̆

Farīd Buh
̆

ārī

に賜衣，宝石ちりばめた刀，そして宝石ちりばめたインク壺と筆を下し，

同じ職に任じた。そして彼を引き立てて「私はおまえを刀と筆の主

（s
･

āh
･

ib al-sayf wa al-qalam）だと思っている」と言った［JNt : 9 / JNa : 6］。

と書き残し，シャー・ジャハーン時代に成立した名士録にある同人の伝には，

彼は若いときから，故陛下【アクバル】の御許で訓育を受け，ミール・バ

フシという高い地位によって栄達を得ていた。【中略】彼はマンサブ5000

に達し，ミール・バフシ【の地位】に達していた。バフシの地位を持って

いたとはいうものの，彼は財務長官のような（wazīr-nišān）バフシであっ

た［DhKh : i, 127］。

とある。

なお，大バフシ職が備えていた書記および宮廷警護の機能は，モンゴル時代

におけるモンゴル語書記とケシクとのつながりを想起させる［Melville 2006 ; 宮
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2012］。ムガル帝国における大バフシの職能の詳細は，このような観点からも

なお追究する余地があるが，これは本論の範囲の外にある。

�.� その他のバフシ職

帝国を構成する州（s
･

ūbah）には州総督（s
･

ūbah-dār）が君主によって任命・配置

されていた。この州政府には，それぞれバフシが大バフシによって任命・配置

された。これらの州バフシは任地において，軍備の監査と軍人に対する俸給の

業務にあたった。また州バフシは，事績記録官を兼務することが多かった。こ

れの任務は，州行政の状況を記録し，その報告書を中央政府に送るというもの

であったため，州バフシ兼事績記録官の存在によって，州総督の行動は掣肘を

受けることになった［Saran 1973 : 163, 182-186］。

また遠征や反乱鎮圧のために派遣された帝国の軍団に配属されるバフシも見

られる。これら軍団付属バフシの任務が，当の軍団の軍備の監査と俸給の管理

であったことは無論である。また軍団付属バフシも，事績記録官を兼務する場

合がしばしば見られる。この場合，その任務は中央政府に戦況を報告すること

であった。

さらに王子，王族，ないし有力貴族に付属するバフシも見られる。これらは

「某人のバフシ」という言い方のみで史料に記されることが多い。そのような

事例のいくつかは前後の文脈から「某人の軍団に配属されたバフシ」と解せる

ので，上記の軍団付属バフシの類型に属するものと考えられる。しかし「某人

の家政（sarkār）のバフシ」という表現をとる事例［AlN : 1034 ; MAl : 195］や，

「某人」にあたる箇所が王族女性である事例［BNW : 119a ; WAl : 46］は，その

類型に属するとは考えにくい。この問題の考察は，王族，貴族の家政組織の実

態にかんする情報を必要とするので，ここでは追究しない。

一方，中央政府には大バフシ職と別に，アハディーのバフシ職（bah
̆

šī-i

ah
･

adī-ān）が置かれていた。アハディーとはマンサブダールと異なり，配下の

兵員を持たず，単独で君主に直属する軍人の身分である。大バフシがマンサブ

ダールを統轄したのに対し，アハディーを統轄したのがアハディーのバフシで

あった［AA : i, 187］。すでに述べたとおり，帝国制度におけるマンサブダール
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の重要性はアハディーのそれをはるかに凌駕していたから，この職の重みも大

バフシに比べてはるかに乏しい。それゆえ大バフシ職就任者の中でも，この職

を前歴として経験した者は多くない。

また従者のバフシ（bah
̆

šī-i šāgird-pīšah）［JNt : 15 / JNa : 10 ; BNW : 142b, 168b,

178b, 191b ; MAl : 158］なる職名も史料に見える。アウラングゼーブ死後の18世

紀前半に作成された業務要領書（dastūr al-ʻamal）文献は，同職の管理下にある

者たちとして，毒味役，敷布役，金工師，ラクダ番などを列挙している［Add.

6599 ii : 164a-164b］。これらは宮内の作業所（kār-h
̆

ānah）職員を指すと考えられ

るが，宮内部門の長官（mīr sāmān）とこのバフシとがいかなる関係にあった

のかは不明である。

この他，bah
̆

šī-i urdū（陣営のバフシ）［AN : iii, 785］，bah
̆

šī-i tīr-andāz-ān（弓

兵のバフシ）［MAl : 248］も史料に検出できるが，用例が乏しいため詳細は不

明である。

� 大バフシ職就任者の一覧

考察の前提として，大バフシ職就任者を特定し，一覧化する作業を行う。同

様の試みは Athar Aliや Habibそして Anwarが行っているが，いずれも網羅

的なものではないし，筆者の見解に合致しない部分もある［Habib 1969 : 90-91 ;

Athar Ali 1985 : xxvii-xxx ; Anwar 2001 : 119-120］。以下では，一覧作成に先立ち，

大バフシ職の定員を検討し，大バフシ職に等しいと見なせる�つの職名につい

ての考証を行う。

�.� 大バフシ職の定員

アクバル時代における大バフシ職の員数は，史料の記述が不完全であるため

に，確実には知ることができない。同じ理由から，個々の大バフシの任免時期

を復元することも不可能である。たしかに AAには，同書執筆の時期（1595/

�）までのアクバル時代におけるバフシたち15名の名前が列挙されてはいる。

しかしその在任の証拠を他の史料に一切見いだせない者もそこには含まれてい
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る。それゆえ前述したような，大バフシとは別の種類のバフシが混入している

ことが疑われるので，この記事は参考にすることができない［AA : i, 232］。

しかし，大バフシが同時に�名置かれる時期があったことは明らかである。

例えば1574年�月から1576年�月までの時期においては，Šahbāz H
̆

ān

とH
̆

wāǧah Ġiyāt
¯
al-Dīn ʻAlīの両名が同時に同職に在任していなければならな

いはずである（Šahbāz H
̆

ān [MT : ii, 189 ; TAk : 220] ; H
̆

wāǧah Ġiyāt
¯
al-Dīn ʻAlī

[TAk : 195 ; MT : ii, 228]）。後者について同時代史料が「第�のミール・バフシ」

［MT : ii, 312］と記していることは，このような�人体制の存在を裏付けるも

のと解釈すべきだろう。次代ジャハーンギールが，アクバル時代には「枢要の

職には�名を並置」［JNt : 48 / JNa : 39］していたと述べていることも，このよ

うな人事慣行の証拠である。以上が成り立つならば，この慣行は，1573/�年

におけるマンサブ制度の導入および大バフシ職の成立とほぼ同時に確立してい

たことになる。

ただし大バフシの�名並置が常態であったとは考えられない。例えば1596年

以降同職にあったǦaʻfar Bīgが1599年半ばに財務長官職に就いて以降，アクバ

ル治世末年（1605年）までの期間については，それまで彼と並行して同職にあ

った Farīd Buh
̆

ārīに並んで何者かが在任していた証拠は一切無いので，同職

を同人が単独で担っていたものと考えるべきである。以上を要するに，アクバ

ル時代における大バフシ職の定員は�名であったが，常にこれが充足されてい

たわけではない，と考えられよう。また両名の序列関係や職務の分掌について

は，史料が乏しく，まったく知ることができない。

さてジャハーンギールは，大バフシを�名並置するアクバル時代の慣行を継

承したと自ら述べている［JNt : 48 / JNa : 39］。諸史料の情報を総合すれば，こ

の体制は，1606年に H
̆

wāǧah Abū al-H
･

asanとʻAbd al-Razzāq Maʻmūrīが同

時に任命された時点に確立した。そして1614年�月に再び同職に任じられ

た H
̆

wāǧah Abū al-H
･

asanが1621年�月にデカン遠征のために転出するまでは

維持されていたものと考えられる。そしてその後1626年初頭まで，S
･

ādiq H
̆

ān

とʻAbd al-Razzāq Maʻmūrīの任期の在任者は�名のみであった模様である。

しかしそれ以降，1627年11月にジャハーンギールが死去するまでのおよそ�年
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間の在職者については，判断を下せない。この期間には，ʻAbd al-Razzāq Ma

ʻmūrīの他，Irādat H
̆

ān，S
･

ādiq H
̆

ān，Mīr Ǧumlah，Muʻtamad H
̆

ānの�名が

単に「バフシ」として史料に登場するものの，これが大バフシを意味するのか，

他の何らかのバフシを指すのか，まったく判別を付けられない。このような状

況には，その期間における政治の混乱が影響している可能性があり，この政情

ゆえに史料の記述も著しく断片的である。

なお�名体制の意図についてジャハーンギールは，一方に事故ある場合の代

替を強調している［JNt : 48 / JNa : 39］。これを信じるならば，両名の序列や職

務の分掌は意図されていなかったことになる。分掌については，材料が乏しい

ために判断を下すことができないが，両名の間の序列については，後述すると

おり，次第に形成されていた形跡がある。

シャー・ジャハーンの治世初年（1628年）に第�バフシ職がはじめて設けら

れた。これに対するのが第�バフシである。さらにアウラングゼーブ時代には

これに第�バフシが加わった。第�から第�までいずれのバフシ職も定員は�

名である。またその呼称から予想されるとおり相互の間には序列があり，後述

するごとく，経歴の上でもマンサブの上でも上位・下位のバフシ職が逆転する

ことはほとんどない。また職務の分掌については，年代記等の叙述史料から得

られる情報は乏しいが，アウラングゼーブ時代の「業務要領書」文献は各々に

課せられた職務の分担があったことを伝えている［DA : 138b-139b］。おそらく

シャー・ジャハーン時代にもそれに類した分掌があったであろう。

なお第�バフシ職についての史料の記述は断片的なので，就任者を網羅しそ

の任期を復元することは不可能である。それゆえ同職は，本論では考察の対象

から外し，就任者一覧にも加えていない。また従来説には，アウラングゼーブ

時代末までに第�バフシ職が設けられていたとするものがあるが，受け入れが

たい［Sarkar 1920 : 16 ; Sarkar 1984 : 114］。アウラングゼーブ時代の年代記史料

や業務要領書文献に，第�バフシ職の存在を裏付ける証拠は見られないからで

ある。同職はアウラングゼーブ時代より後の年代記史料に現れるに過ぎない

（1720年10月に Bayram H
̆

ānが同職に就任した例がある［ML : ii,914］）。
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�.� ｢御前のバフシ」，「宮廷のバフシ｣

以下に示す一覧表では，考証の手続きはいちいち述べず，根拠史料の参照を

挙げるにとどめた。しかし，次に示す二つの用語に関する考証は，従来の説と

は異なる結論を導いており，定員数の理解，ひいてはジャハーンギール時代の

大バフシ就任者の確定にも重大な意味を持っているので，以下の通りその手続

きを開示する。

bah
̆

šī-yi h
･

ud
･

ūrおよび bah
̆

šī-yi dar-h
̆

ānahという職名がジャハーンギールお

よびシャー・ジャハーン時代の史料に見える。各々「御前のバフシ」，「宮廷の

バフシ」と訳せる職名を，従来研究は大バフシとは別のバフシを意味するもの

と考えている［Ibn Hasan 1936 : 228-230］。しかし筆者は次のような考証により，

これら二つがいずれも大バフシを指していたと考える。

bah
̆

šī-yi h
･

ud
･

ūrの用例は，ジャハーンギール時代に関しては，1606年11月に

同時に同職に任命された ʻAbd al-Razzāq MaʻmūrīとH
̆

wāgah Abū al-H
･

asan

の�箇所のみである［JNt : 48 / JNa : 39］。このうち前者は，1612年�月タッタ

地方の統治を命じられて転出した際，bah
̆

šī-yi dar-h
̆

ānahの職を解かれたと史

料にある［JNt : 128 / JNa : 110］。この間，1609年�月に同人が「バフシ」職に

あるとの所伝以外［JNt : 89 / JNa : 74］，その異動を伺わせる情報は史料に見い

だせない。このことは，bah
̆

šī-yi h
･

ud
･

ūrが bah
̆

šī-yi dar-h
̆

ānahに等しいと考え

る根拠になる。

一方，bah
̆

šī-yi dar-h
̆

ānahの用例は，上述の ʻAbd al-Razzāq Maʻmūrīの例

の他，ジャハーンギール時代の�箇所のみが知られる。これは，1614年�月す

でに同職にあった H
̆

wāǧah Abū al-H
･

asanに加えて Ibrāhīm H
̆

ānが任じられ

たという所伝である［JNt : 148 ; JNa : 127］。H
̆

wāǧah Abū al-H
･

asanは，これに

先立つことわずか�ヶ月，1614年�月に bah
̆

šī-yi kull（全国のバフシ）に新たに

任命されている［JNt : 146 ; JNa : 125］。また彼は1618年�月にはミール・バフシ

として言及され［JNt : 257 ; JNa : 225］，少なくとも1620年�月までは同職にあっ

た［JNt : 351 ; JNa : 309］。bah
̆

šī-i kullがミール・バフシと等しいことには疑う

余地が無い上，わずか�ヶ月の後に彼が bah
̆

šī-yi dar-h
̆

ānahに異動したことを
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説明できる状況は史料に見いだせない。以上の諸点は，bah
̆

šī-yi dar-h
̆

ānahが

ミール・バフシすなわち大バフシに等しいと考える根拠になる。

以上二つの推考が成り立つならば，bah
̆

šī-yi h
･

ud
･

ūrも bah
̆

šī-yi dar-h
̆

ānahも

大バフシに等しいと見なせることになる。もしこの等式が成り立たないならば，

1607年から1608年にかけての時期，同じく1612年から1615年にかけての時期に

は，bah
̆

šī-yi h
･

ud
･

ūrないし bah
̆

šī-yi dar-h
̆

ānahとは別に大バフシが存在しなけ

ればならないことになるが，史料からはそのような事実を導くことが出来ない。

以上を踏まえれば，シャー・ジャハーン時代に成立した名士録史料において，

Islām H
̆

ān の第�バフシ職が bah
̆

šī-yi h
･

ud
･

ūr と記された例も［DhKh : iii,

25］，Ǧaʻfar H
̆

ānの帯びた職が mīr bah
̆

šī-yi h
･

ud
･

ūr-i ašraf-i aqdas-i aʻlā「至尊

至聖至高の御前のミール・バフシ」と記された例［DhKh : iii, 32］も，大バフシ

職を指したものとして正しく解釈できることになる。帝国政府の諸職は帝王へ

の奉仕を究極の任務としていたであろうから，大バフシが，帝王の「宮廷」に

あってその「御前」に随侍するものとして理解されていたとすれば，これに

bah
̆

šī-yi h
･

ud
･

ūrや bah
̆

šī-yi dar-h
̆

ānahという形容が与えられたことにも不思議

はないであろう。

表�は，以上のような定員数と用語の考証を前提にして，史料から検出した

43名の大バフシ職就任者を就任の年代順に一覧にしたものである。表�の枝番

号⒝-�および⒝-�は，シャー・ジャハーン時代以降のそれぞれ第�バフシ職，

第�バフシ職について，表を別にした結果である。ひとりの人物が複数回大バ

フシ職に任じられている場合は，その順に丸括弧で括った数字を名前の直後に

添加した。それゆえその場合にはほとんど，昇進の関係上，第�バフシ職を扱

う⒝-�のほうに，当の人物が初出することに注意されたい。

� 大バフシ職の運用における人的要因

本節では，大バフシ職の運用における人的要因を分析するため，同職就任者

のマンサブ，職歴，親族関係を検討する。
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a
:
1
1
0
]

1
6
0
6
年
1
1
月
［
JN
t
:
4
8
/
JN
a
:
3
9
]

�
年
�
ヶ
月

ʻA
b
d
a
l-
R
a
z
z
ā
q
M
a
ʻm
ū
rī
(
1
)

1
6
0
7
年
�
月
［
JN
t
:
6
0
-
1
/
JN
a
:
5
0
]

1
6
0
6
年
1
1
月
［
JN
t
:
4
8
/
JN
a
:
3
9
]

�
ヶ
月

1
6
1
4
年
�
月
［
JN
t
:
1
4
6
/
JN
a
:
1
2
5
]

�
年

H ̆
w
ā
ǧ
a
h
A
b
ū
a
l-
H ･
a
sa
n
(
2
)

1
6
1
4
年
�
月
［
JN
t
:
1
4
8
/
JN
a
:
1
2
7
]

1
6
1
2
年
�
月
［
JN
t
:
1
2
8
/
JN
a
:
1
1
0
]

�
年
1
0
ヶ
月

M
u
ʻiz
z
a
l-
M
u
lk

1
6
1
4
年
�
月
［
JN
t
:
1
4
6
/
JN
a
:
1
2
5
]

1
6
0
8
年
�
月
［
JN
t
:
7
9
/
JN
a
:
6
6
]

�
年
1
0
ヶ
月

H ̆
w
ā
ǧ
a
h
D
ū
st
M
u
h ･
a
m
m
a
d

1
6
0
8
年
�
月
［
JN
t
:
7
9
/
JN
a
:
6
6
]

1
6
0
8
年
�
月
［
S
D
:
1
0
6
v
]

1
6
2
5
年
1
0
月
以
降
［
IN
J
:
2
4
4
]

1
6
2
3
年
�
月
［
JN
t
:
4
1
1
/
JN
a
:
3
6
1
]

�
年
�
ヶ
月
以
上

ʻA
b
d
a
l-
R
a
z
z
ā
q
M
a
ʻm
ū
rī
(
2
)

1
6
2
3
年
�
月
［
JN
t
:
4
1
0
/
JN
a
:
3
5
9
]

1
6
1
5
年
�
月
［
JN
t
:
1
6
2
,
1
7
6
/
JN
a
:
1
3
9
,
1
5
2
]

�
年

S ･
ā
d
iq
H ̆
ā
n
(
1
)

1
6
1
5
年
�
月
［
JN
t
:
1
6
2
/
JN
a
:
1
3
9
]

1
6
1
4
年
�
月
［
JN
t
:
1
4
8
/
JN
a
:
1
2
7
]

�
年
�
ヶ
月

Ib
rā
h
īm
H ̆
ā
n

1
6
2
1
年
�
月
［
JN
t
:
3
5
1
,
3
6
8
/
JN
a
:
3
0
9
,
3
2
3
]

表
�
⒜
：
大
バ
フ
シ
職
就
任
者
一
覧
（
ミ
ー
ル
・
バ
フ
シ
）

Q
ā
d ･
ī
ʻA
b
d
a
l-
ʻA
z
īz

M
u
ʻiz
z
a
l-
M
u
lk

W
a
z
īr
a
l-
M
u
lk

ʻA
b
d
a
l-
R
a
z
z
ā
q
M
a
ʻm
ū
rī
(
1
)

H ̆
w
ā
ǧ
a
h
A
b
ū
a
l-
H ･
a
sa
n
(
1
)

(
1
6
0
5
年
1
1
月
、
即
位
時
）
Š
a
y
h ̆
F
a
rī
d

ʻA
b
d
a
l-
R
a
z
z
ā
q
M
a
ʻm
ū
rī
(
2
)
（
以
降
，
シ
ャ
ー
・
ジ
ャ
ハ
ー
ン
即
位
ま
で
不
明
）

S ･
ā
d
iq
H ̆
ā
n
(
1
)

H ̆
w
ā
ǧ
a
h
A
b
ū
a
l-
H ･
a
sa
n
(
2
)

Ib
rā
h
īm
H ̆
ā
n

H ̆
w
ā
ǧ
a
h
D
ū
st
M
u
h ･
a
m
m
a
d

※
ジ
ャ
ハ
ー
ン
ギ
ー
ル
時
代
の
継
承
関
係
は
複
雑
な
の
で
，
筆
者
の
理
解
を
下
図
の
と
お
り
示
す
。
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1
6
3
3
年
�
月
［
B
N
L
:
i,
5
3
8
]

1
6
2
8
年
�
月
［
B
N
L
:
i,
1
8
6
]

�
年
�
ヶ
月

S ･
ā
d
iq
H ̆
ā
n
(
2
)

1
6
2
8
年
�
月
［
B
N
L
:
i,
1
8
6
;
B
N
Q
:
1
4
8
b
]

1
6
2
8
年
�
月
以
前
［
B
N
L
:
i,
1
5
9
]

�
ヶ
月
以
上

Ir
ā
d
a
t
H ̆
ā
n

シ ャ ー ・ ジ ャ ハ ー ン

離
任
時
期

就
任
時
期

在
任
期
間

就
任
者
名

1
6
3
9
年
�
月
［
B
N
L
:
ii
,
1
6
1
]

1
6
3
7
年
�
月
［
B
N
L
:
ib
,
2
7
9
]

�
年

M
u
ʻt
a
m
a
d
H ̆
ā
n
(
2
)

1
6
3
7
年
�
月
［
B
N
L
:
ib
,
2
7
9
]

1
6
3
5
年
�
月
［
B
N
Q
:
3
4
1
b
;
B
N
L
:
ib
,
8
6
]

�
年
�
ヶ
月

M
īr
Ǧ
u
m
la
h
(
M
u
h ･
a
m
m
a
d
A
m
īn
)

1
6
3
5
年
�
月
［
B
N
L
:
ib
,
8
3
]

1
6
3
3
年
1
0
月
［
B
N
L
:
i,
5
4
2
]

�
年
�
ヶ
月

Is
lā
m
H ̆
ā
n
(
2
)

H ̆
a
lī
l
A
ll
ā
h
H ̆
ā
n
(
3
)

1
6
4
9
年
1
1
月
［
B
N
W
:
8
9
a
]

1
6
4
7
年
�
月
［
B
N
L
:
ii
,
6
8
1
]

�
年
�
ヶ
月

Ǧ
a
ʻf
a
r
H ̆
ā
n

1
6
4
7
年
�
月
［
B
N
L
:
ii
,
6
5
7
]

1
6
4
4
年
�
月
［
B
N
L
:
ii
,
3
8
5
]

�
年
�
ヶ
月

A
s ･
ā
la
t
H ̆
ā
n
(
2
)

1
6
4
4
年
�
月
［
B
N
L
:
ii
,
3
8
0
-
1
,
7
2
1
]

1
6
3
9
年
�
月
［
B
N
L
:
ii
,
1
6
1
]

�
年
1
1
ヶ
月

S ･
a
lā
b
a
t
H ̆
ā
n
(
2
)

�
ヶ
月

D
ā
n
iš
m
a
n
d
H ̆
ā
n
(
2
)

1
6
5
7
年
�
月
［
A
S
:
ii
i,
2
4
4
]

1
6
5
2
年
�
月
［
B
N
W
:
1
3
5
b
;
A
S
:
ii
i,
1
4
3
]

�
年
1
0
ヶ
月

Iʻ
ti
q
ā
d
H ̆
ā
n
(
b
.
Ā
s ･
a
f
H ̆
ā
n
)

1
6
5
2
年
�
月
以
前
［
B
N
W
:
1
2
5
a
;
A
S
:
ii
i,
1
3
5
]

1
6
5
1
年
�
月
［
B
N
W
:
1
0
9
b
]

1
1
ヶ
月
以
下

L
u
h
rā
sp
H ̆
ā
n

1
6
5
1
年
�
月
［
B
N
W
:
1
0
9
b
]

1
6
4
9
年
1
1
月
［
B
N
W
:
8
9
a
]

�
年
�
ヶ
月

1
6
7
0
年
�
月
［
M
A
l
:
1
0
5
]

�
ヶ
月

L
a
šk
a
r
H ̆
ā
n
(
3
)

1
6
7
0
年
�
月
［
M
A
l
:
1
0
5
]

1
6
6
7
年
1
2
月
［
A
lN
:
1
0
6
7
]

�
年
�
ヶ
月

D
ā
n
iš
m
a
n
d
H ̆
ā
n
(
3
)

1
6
6
7
年
1
2
月
［
A
lN
:
1
0
6
7
]

1
6
5
7
年
1
1
月
［
A
S
:
ii
i,
2
6
7
]

1
0
年
�
ヶ
月

M
u
h ･
a
m
m
a
d
A
m
īn
H ̆
ā
n

ア ウ ラ ン グ ゼ ー ブ

1
6
5
7
年
1
1
月
［
A
S
:
ii
i,
2
6
7
]

1
6
5
7
年
�
月
［
A
S
:
ii
i,
2
4
4
]

1
6
8
0
年
1
1
月
［
M
A
l
:
1
9
5
]

1
6
8
0
年
�
月
［
M
A
l
:
1
8
7
]

1
0
ヶ
月

R
ū
h ･
A
ll
ā
h
H ̆
ā
n
(
1
)

1
6
8
0
年
�
月
［
M
A
l
:
1
8
7
]

1
6
7
3
年
�
月
以
降
［
M
A
l
:
1
2
7
]

�
年
�
ヶ
月
以
下

S
a
rb
u
la
n
d
H ̆
ā
n
(
2
)

1
6
7
3
年
1
月
以
降
［
M
A
l
:
1
2
5
]

1
6
7
1
年
�
月
［
M
A
l
:
1
0
7
]

�
年
以
上

A
sa
d
H ̆
ā
n
(
2
)

1
6
7
1
年
�
月
［
M
A
l
:
1
0
7
]

1
6
9
2
年
�
月
［
M
A
l
:
3
4
7
]

1
6
8
6
年
�
月
［
M
A
l
:
2
8
1
]

�
年
1
0
ヶ
月

R
ū
h ･
A
ll
ā
h
H ̆
ā
n
(
3
)

1
6
8
6
年
�
月
［
M
A
l
:
2
8
1
]

1
6
8
1
年
�
月
［
M
A
l
:
2
0
6
]

�
年
�
ヶ
月

A
šr
a
f
H ̆
ā
n

1
6
8
1
年
�
月
［
M
A
l
:
2
0
1
]

1
6
8
0
年
1
1
月
［
M
A
l
:
1
9
5
]

�
ヶ
月

H
im
m
a
t
H ̆
ā
n
(
2
)

1
7
0
9
/
1
0
年
［
M
L
:
ii
,
6
7
7
-
8
]

1
7
0
2
年
1
1
月
［
M
A
l
:
4
6
1
]

約
�
年

D ¯
ū
a
l-
F
iq
ā
r
H ̆
ā
n
(
b
.
A
sa
d
H ̆
ā
n
)

1
7
0
2
年
1
1
月
［
M
A
l
:
4
6
1
]

1
6
9
2
年
�
月
［
M
A
l
:
3
4
9
]

1
0
年
�
ヶ
月

B
a
h
ra
h
m
a
n
d
H ̆
ā
n
(
2
)

表
�
⒝
-
�
：
大
バ
フ
シ
職
就
任
者
一
覧
（
第
�
バ
フ
シ
）
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表
�
⒝
-
�
：
大
バ
フ
シ
職
就
任
者
一
覧
（
第
�
バ
フ
シ
）

1
6
3
7
年
�
月
［
B
N
L
:
ib
,
2
7
9
]

1
6
2
9
年
1
2
月
［
B
N
L
:
i,
2
9
1
]

�
年
1
0
ヶ
月

M
u
ʻt
a
m
a
d
H ̆
ā
n
(
1
)

1
6
2
9
年
1
2
月
［
B
N
L
:
i,
2
9
1
]

1
6
2
8
年
�
月
［
B
N
L
:
i,
1
6
0
-
1
]

�
年
1
0
ヶ
月

Is
lā
m
H ̆
ā
n
(
1
)

シ ャ ー ・ ジ ャ ハ ー ン

離
任
時
期

就
任
時
期

在
任
期
間

就
任
者
名

1
6
4
4
年
�
月
［
B
N
L
:
ii
,
3
8
5
]

1
6
3
9
年
�
月
［
B
N
L
:
ii
,
1
6
1
]

�
年
1
1
ヶ
月

A
s ･
ā
la
t
H ̆
ā
n
(
1
)

1
6
3
9
年
�
月
［
B
N
L
:
ii
,
1
6
1
]

1
6
3
9
年
�
月
［
B
N
L
:
ii
,
1
3
5
]

�
ヶ
月

S ･
a
lā
b
a
t
H ̆
ā
n
(
1
)

1
6
3
9
年
�
月
［
B
N
L
:
ii
,
1
3
5
]

1
6
3
7
年
�
月
［
B
N
L
:
ib
,
2
7
9
]

�
年
�
ヶ
月

T
a
rb
iy
a
t
H ̆
ā
n

S
iy
ā
d
a
t
H ̆
ā
n

1
6
4
9
年
1
1
月
［
B
N
W
:
8
9
a
]

1
6
4
9
年
�
月
以
降
［
B
N
W
:
6
8
b
,
2
6
1
a
]

�
ヶ
月
以
下

H ̆
a
lī
l
A
ll
ā
h
H ̆
ā
n
(
2
)

1
6
4
9
年
�
月
以
前
［
B
N
W
:
6
8
b
,
2
6
1
a
]

1
6
4
6
年
�
月
［
B
N
L
:
ii
,
4
9
1
]

�
年
�
ヶ
月
以
下

ʻĀ
q
il
H ̆
ā
n

1
6
4
6
年
�
月
［
B
N
L
:
ii
,
4
9
1
]

1
6
4
4
年
�
月
［
B
N
L
:
ii
,
3
8
5
]

�
年
�
ヶ
月

H ̆
a
lī
l
A
ll
ā
h
H ̆
ā
n
(
1
)

�
年
�
ヶ
月

L
a
šk
a
r
H ̆
ā
n
(
2
)

1
6
5
3
年
1
2
月
［
B
N
W
:
1
7
2
a
]

1
6
5
3
年
�
月
以
前
［
B
N
W
:
1
5
4
b
]

�
ヶ
月
以
上

Ir
ā
d
a
t
H ̆
ā
n
(
M
īr
Is
h ･
ā
q
)

1
6
5
2
年
�
月
以
降
［
B
N
W
:
1
3
5
a
;
A
S
:
ii
i,
1
4
3
]

1
6
5
0
年
1
0
月
［
B
N
W
:
1
0
3
a
-
b
]

�
年
�
ヶ
月
以
上

L
a
šk
a
r
H ̆
ā
n
(
1
)

1
6
5
0
年
�
月
［
B
N
W
:
9
8
b
]

1
6
4
9
年
1
1
月
［
B
N
W
:
8
9
a
-
b
]

�
ヶ
月

1
6
7
0
年
�
月
［
M
A
l
:
1
0
5
]

�
年
�
ヶ
月

H
im
m
a
t
H ̆
ā
n
(
1
)

1
6
7
0
年
�
月
［
M
A
l
:
1
0
3
]

1
6
5
7
年
�
月
［
A
S
:
ii
i,
2
4
4
]

1
3
年
�
ヶ
月

A
sa
d
H ̆
ā
n
(
1
)

ア ウ ラ ン グ ゼ ー ブ

1
6
5
7
年
�
月
［
A
S
:
ii
i,
2
4
4
]

1
6
5
5
年
�
月
［
B
N
W
:
2
1
3
a
]

�
年
�
ヶ
月

D
ā
n
iš
m
a
n
d
H ̆
ā
n
(
1
)

1
6
5
5
年
�
月
［
B
N
W
:
2
1
3
a
]

1
6
5
3
年
1
2
月
［
B
N
W
:
1
7
2
a
]

1
6
8
0
年
1
0
月
［
M
A
l
:
1
9
5
]

1
6
7
9
年
�
月
［
M
A
l
:
1
7
6
]

�
年
�
ヶ
月

ʻĀ
q
il
H ̆
ā
n
(
M
īr
ʻA
sk
a
rī
)

1
6
7
9
年
�
月
［
M
A
l
:
1
7
6
]

1
6
7
7
年
1
1
月
以
前
［
M
A
l
:
1
6
2
]

�
年
�
ヶ
月
以
上

S ･
a
fī
H ̆
ā
n

1
6
7
3
年
5
月
以
降
［
M
A
l
:
1
2
7
]

1
6
7
2
年
�
月
［
M
A
l
:
1
2
0
]

1
0
ヶ
月
以
上

S
a
rb
u
la
n
d
H ̆
ā
n
(
1
)

1
6
7
2
年
�
月
［
M
A
l
:
1
2
0
]

1
7
0
1
年
�
月
［
M
A
l
:
4
3
4
]

1
6
9
2
年
�
月
［
M
A
l
:
3
4
9
]

�
年
�
ヶ
月

M
u
h ̆
li
s ･
H ̆
ā
n

1
6
9
2
年
�
月
［
M
A
l
:
3
4
9
]

1
6
8
6
年
�
月
［
M
A
l
:
2
8
1
]

�
年
1
0
ヶ
月

B
a
h
ra
h
m
a
n
d
H ̆
ā
n
(
1
)

1
6
8
6
年
�
月
［
M
A
l
:
2
8
1
]

1
6
8
0
年
1
1
月
［
M
A
l
:
1
9
5
]

�
年
1
0
ヶ
月

R
ū
h ･
A
ll
ā
h
H ̆
ā
n
(
2
)

1
7
1
1
/
�
年
［
M
L
,
ii
,
6
8
5
-
6
]

1
7
0
4
年
�
月
［
M
A
l
:
4
8
9
]

約
�
年

S ･
a
d
r
a
l-
D
īn
M
u
h ･
a
m
m
a
d
H ̆
ā
n

1
7
0
4
年
�
月
［
M
A
l
:
4
8
9
]

1
7
0
1
年
�
月
［
M
A
l
:
4
3
4
]

�
年
�
ヶ
月

R
ū
h ･
A
ll
ā
h
H ̆
ā
n
(
b
.
R
ū
h ･
A
ll
ā
h
H ̆
ā
n
)



表�⒜：大バフシ職就任時のマンサブ（ミール・バフシ）

―H
̆

wāǧah Ġiyāt
¯
al-Dīn ʻAlī

―Laškar H
̆

ān

―Šahbāz H
̆

ān

ア
ク
バ
ル

典拠マンサブ就任者名

―Niz
･

ām al-Dīn Ah
･

mad

[AN : iii, 456]〈700〉Šayh
̆

Farīd

―Ǧaʻfar Bīg (2)

―Ǧaʻfar Bīg (1)

〈1300/550〉Wazīr al-Mulk

[INJ(L) : 508]〈600〉ʻAbd al-Razzāq Maʻmūrī (1)

[JNt : 37 / JNa : 46]1000/500H
̆

wāǧah Abū al-H
･

asan (1)

ジ
ャ
ハ
ー
ン
ギ
ー
ル

[TA : ii, 446]〈2000〉Ǧaʻfar Bīg (3)

(1500)H
̆

wāǧah Abū al-H
･

asan (2)

[JNt : 113 / JNa : 96]〈1800〉Muʻizz al-Mulk

―H
̆

wāǧah Dūst Muh
･

ammad

―Qād
･

ī ʻAbd al-ʻAzīz

[JNt : 36 / JNa : 45]

―ʻAbd al-Razzāq Maʻmūrī (2)

[JNt : 180 / JNa : 156]〈1000/500〉S
･

ādiq H
̆

ān (1)

[JNt : 148 / JNa : 127]1500/600Ibrāhīm H
̆

ān

[JNt : 80 / JNa : 66]

�.� 大バフシ職就任とマンサブとの関係

大バフシ職への就任とその時点での就任者のマンサブとの間にいかなる関係

を見いだせるかを検討する。マンサブは貴族制度としての側面と，俸給制度と

しての側面を持っていたから，大バフシ職に就任するための人士の格式，およ

び同職の職務と俸給額との関係性がこの作業によって問われることになる。

就任時に就任者が保有していたマンサブの数値を整理した結果が表�である。

同表の「マンサブ値」の欄には，就任に際してマンサブが更新されたことが史

料に記録されていれば，その数値を記入した。この情報が無い者については，

就任前�年以内について得られる数値を〈 〉内に示し，それよりも過去の数

値は（ ）内に示した。これら�つの数値は，データとしての精度が劣るので，

補助的な参考データとして取り扱うべきである。さらに，いかなる数値も不明

である場合，あるいはその数値が有意でない場合（例えば，第�バフシに在職歴
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就任者名 マンサブ 典拠

シ
ャ
ー
・
ジ
ャ
ハ
ー
ン

Irādat H
̆

ān 〈4500/4000〉 [BNL : i, 159]

S
･

ādiq H
̆

ān (2) 4000/4000 [BNL : i, 181]

Islām H
̆

ān (2) 〈5000/5000/5000〉[BNL : i, 396]

Mīr Ǧumlah (Muh
･

ammad Amīn) 5000/2000 [BNL : ib, 86]

Muʻtamad H
̆

ān (2) 4000/1200 [BNL : ib, 297]

S
･

alābat H
̆

ān (2) 3000/1500 [BNL : ii, 161]

As
･

ālat H
̆

ān (2) ―

Ǧaʻfar H
̆

ān 5000/4000 [BNL : ii, 681]

H
̆

alīl Allāh H
̆

ān (3) 〈4000/3000〉 [BNQ : 14a]

Luhrāsp H
̆

ān 4000/3000 [BNQ : 109b]

Iʻtiqād H
̆

ān (b. Ās
･

af H
̆

ān) 4000/500 [BNQ : 135b]

Dānišmand H
̆

ān (2) 3000/800 [AS : iii, 244]

ア
ウ
ラ
ン
グ
ゼ
ー
ブ

Muh
･

ammad Amīn H
̆

ān 3000/1500 [AS : iii, 267]

Dānišmand H
̆

ān (3) (5000/2500) [AlN : 880]

Laškar H
̆

ān (3) 5000/5000 [MAl : 105]

Asad H
̆

ān (2) (4000/3000) [AlN : 762]

Sarbuland H
̆

ān (2) (4000/2500) [MAl : 139]

Rūh
･

Allāh H
̆

ān (1) (1500/400) [AlN : 477]

Himmat H
̆

ān (2) ―

Ašraf H
̆

ān (3000/400) [AlN : 762 ; MAl : 97]

Rūh
･

Allāh H
̆

ān (3) ―

Bahrahmand H
̆

ān (2) 4000/2000 [MAl : 349]

D
¯
ū al-Fiqār H

̆

ān (b. Asad H
̆

ān) (5000/4000) [MAl : 374]

表�⒝-�：大バフシ職就任時のマンサブ（第�バフシ）

のある第�バフシについて知られる直近のマンサブ値の情報が，同人の第�バフシ就任

時のそれしか得られない場合），「―」を記入した。

数値のほとんどは，ザート数／サワール数の�元表示によっている。単元表

示のものはザート数を示しているが，ジャハーンギール時代の�例は当人のマ

ンサブにサワール数が無かったことを意味するのではなく，史料に記載がない

だけである。一方，�元表示のものの第�項はド・アスパ・セ・アスパ数であ

る。以上の数値の大小が，当人の位階の高低を示していることは言うまでもな

い⑽。
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⑽ マンサブについて，日本語の研究文献としては［小名 1985］がある。またマン



2000/1200Tarbiyat H
̆

ān

[BNL : i, 291]3000/1000Muʻtamad H
̆

ān (1)

[BNL : i, 268]〈4000/2000〉Islām H
̆

ān (1)

シ
ャ
ー
・
ジ
ャ
ハ
ー
ン

典拠マンサブ就任者名

2500/1000ʻĀqil H
̆

ān

[BNL : ii, 385]3000/2000H
̆

alīl Allāh H
̆

ān (1)

[BNL : ib, 297]〈3000/2500〉As
･

ālat H
̆

ān (1)

[BNL : ii, 135]3000/1000S
･

alābat H
̆

ān (1)

[BNL : ib, 279]

〈2000/800〉Irādat H
̆

ān (Mīr Ish
･

āq)

[BNW : 103a]2000/800Laškar H
̆

ān (1)

[BNW : 89b]3000/1000Siyādat H
̆

ān

[BNW : 14a]〈4000/3000〉H
̆

alīl Allāh H
̆

ān (2)

[BNL : ii, 491]

〈3000/1200〉Himmat H
̆

ān (1)

[AS : iii, 244]2500/800Asad H
̆

ān (1)

ア
ウ
ラ
ン
グ
ゼ
ー
ブ

[BNW : 213a]2500/600Dānišmand H
̆

ān (1)

[BNW : 151a]〈3000/1000〉Laškar H
̆

ān (2)

[BNW : 151b]

(1500/400)Rūh
･

Allāh H
̆

ān (2)

[AlN : 981](2500/700)ʻĀqil H
̆

ān (Mīr ʻAskarī)

[AlN : 1034](3000/1500)S
･

afī H
̆

ān

[AlN : 817](3000/1500)Sarbuland H
̆

ān (1)

[AlN : 981 ; MAl : 71, 97]

〈3000/1000〉S
･

adr al-Dīn Muh
･

ammad H
̆

ān

[MAl : 404]〈3000〉Rūh
･

Allāh H
̆

ān (b. Rūh
･

Allāh H
̆

ān)

[MAl : 349]2500/700Muh
̆

lis
･

H
̆

ān

―Bahrahmand H
̆

ān (1)

[AlN : 477]

[MAl : 472]

表�⒝-�：大バフシ職就任時のマンサブ（第�バフシ）

本研究の対象とする時代を通じて，マンサブの授与と加増が激増していたこ

とは従来の研究によって知られている。ザート数500以上のマンサブの総計額

について見れば，アクバル時代末期（1595-�年）に対して，ジャハーンギール

時代末期（1621-�年）は約2.5倍，シャー・ジャハーン時代末期（1657年）は約

4.2倍という結果が得られるという［Athar Ali 1985 : xiii-xiv］。それゆえ表の

データを，単純に比較することには意味がない。ここではさしあたり，ジャ

ハーンギール時代以前と，シャー・ジャハーン時代以降とに分けて，その最小

値と最大値を検出する。就任者に要求されたマンサブの格はその範囲内に位置
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サブを構成する各数値について詳しくは［Athar Ali 1997 : 38-43］を見よ。



するはずだからである。なお，シャー・ジャハーン時代以降においては，第�

バフシ職と第�バフシ職が分化するので，両者を別に検討することも必要であ

る。

ジャハーンギール時代以前については，データの欠落をあえて捨象して観察

すれば，ザート数1000から同1500という範囲を得られる。さらに，補助的な参

考データを勘案すれば，ザート数600から同2000という範囲に就任者のマンサ

ブを位置づけることができる。一方シャー・ジャハーン時代以降の諸事例のう

ち，第�バフシ職就任前に第�バフシ職に就くという，異例の経歴を辿った

Rūh
･

Allāh H
̆

ān のデータを除外すれば，第�バフシ職についてはザート数

3000から同5000という範囲を得られる。また第�バフシ職についてはザート数

2000から同3000という範囲を得られ，これに補助的な参考データを加えれば，

ザート数2000から同4000という範囲を得られる。

以上の結果からは，大バフシ職就任者のマンサブがきわめて広い範囲にわた

っていたことを読み取れる。数値の推移のみに注目しても，そこに一定の傾向

を見いだすことは困難である。さらにシャー・ジャハーン時代以降については，

第�バフシ職の数値の範囲と第�バフシ職のそれとは，重なり合ってさえいる。

以上の事実は，大バフシ職の就任とマンサブの数値との間に本質的な関連性は

なかった，ということを示している。つまり特定の格のマンサブダールをこの

職に結び付ける貴族制度上の原則も，この職の職務に特定のマンサブを対応さ

せる俸給制度上の原則も，存在しなかったということである。またその特徴が，

本研究の対象とする時代を通じて一貫していたことも確認すべき事柄である。

従来の研究は，特定の官職に対応した特定のマンサブの格づけがムガル帝国

の制度運用に存在したか否かについて，充分な見識を持っていない。アウラン

グゼーブ時代のマンサブ制度を研究した Athar Aliは，マンサブと官職との対

応が確立されていたと推論した一方［Athar Ali 1997 : 146-7］，官職への任用と

マンサブの更改とが必ずしも同期しない現象も認めざるを得なかった［Athar

Ali 1985 : xvi-xx］。以上の観察によって，少なくとも大バフシ職の運用に関する

限り，マンサブとのこのような没関係が根拠をもって裏付けられたことになる

だろう。
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但し，ある特定の時点においては，第�バフシ在職者のマンサブが第�バフ

シ在職者のそれに対して上位にあるという原則が働いていたことには注意すべ

きである。この原則に反する現象は，本研究の対象とする全時代を通じてわず

か�例しかない⑾。そうであるならば，特定の官職に固有のマンサブの格は存

在しないものの，官職の序列に対応した，在職者どうしの相対的な優劣はマン

サブによって表現されていた，と考えてよいことになる。はたしてこのような

原則が，財務や宮務など他の部門に属する官職との間にも働いたか否かは，別

の研究の機会に委ねねばなるまい。

ところで，第�バフシと第�バフシとの間の序列がこのように両名のマンサ

ブの間に格差を生んでいたことは，両者が分化せぬまま�人体制が取られてい

たジャハーンギール時代における運用の実態を知る上での手がかりになる。こ

の時代において，並行する�名の大バフシが近接する時期に更改されたマンサ

ブ値を比較すると，次の通りとなる。

年代 大バフシ職在任者名 マンサブ値 典拠

1611年�月 H
̆

wāǧah Dūst Muh
･

ammad 2000/1200 JNt : 110 / JNa : 93

同年�月 ʻAbd al-Razzāq Maʻmūrī 1800（d
¯
āt値のみ) JNt : 112 / JNa : 95

1615年�月 H
̆

wāǧah Abū al-H
･

asan 4000/1200

1620年�月 S
･

ādiq H
̆

ān 2500/1400

JNt : 160 / JNa : 138

同年同月 Ibrāhīm H
̆

ān 2000/1000 JNt : 160 / JNa : 138

1618年�月 H
̆

wāǧah Abū al-H
･

asan 4000/2000 JNt : 257 / JNa : 225

同年�月 S
･

ādiq H
̆

ān 2000/2000 JNt : 263 ; JNa : 232

JNt : 348 ; JNa : 306

同年�月 H
̆

wāǧah Abū al-H
･

asan 5000/2000 JNt : 351 ; JNa : 309

以上�例を総合すると，少なくとも1615年以降，一方の大バフシの，他方に

対する優位が確立していたように思われる。前述したとおり，ジャハーンギー

ルは�名に事故ある場合に備えての�名体制であることを強調しているのであ
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⑾ 1639年�月に第�バフシに就任したS
･

alābat H
̆

ānはマンサブ3000/1500を就任時

に得たが，同時に第�バフシに就任した As
･

ālat H
̆

ānはその時点ですでにマンサ

ブ3000/2500を得ていた



るが［JNt : 48 / JNa : 39］，即位間もない1606年に記された彼のこの言葉とは異

なる大バフシ職の運用が，1615年までに行われるに至っていたものと考えるべ

きである。もしこの推論が成り立つならば，ジャハーンギール時代にこのよう

にして形成された序列関係のある�人体制が，シャー・ジャハーン時代に第�

バフシ，第�バフシという体制へと整理された，という筋道を描くことができ

るだろう⑿。

�.� 大バフシ職就任者たちの職歴

大バフシ就任者の経歴の特徴を検討するため，任期，同職就任前の職歴，同

職離任後の職歴の�点から考察する。

�.�.� 大バフシ職の任期

大バフシ職の任期は既出の表�に示したとおりである。アクバル時代につい

ては，判断を下せるだけの材料がない。その他�人の君主の時代については，

いずれも任期の長短に著しいばらつきがあるため，意味ある平均値を導くこと

はできない。このような著しい任期の不均衡は，すでに財務長官など中央政府

の諸職全般について Athar Aliが導き出している結論に合致する。ただし任期

の長短の要因を Athar Aliの述べるように，在職者に対する君主の信任の強弱

のみに帰せられるかどうかについては，さらなる検討を要する［Athar Ali

1985 : xxii］。

�.�.� 大バフシ職就任前の職歴

大バフシ就任者の，就任前の職歴を整理すると表�のとおりとなる。本表に

おいては，既出の表�，表�と異なり，複数の就任歴を人物ごとにまとめた上

で，就任の早い順に配列してある。第�バフシ，第�バフシいずれにも就任歴
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⑿ シャー・ジャハーン時代に編纂された名士録は ʻAbd al-Razzāq Ma ʻmūrī

が H
̆

wāǧah Dūst Muh
･

ammadに「同行する第� bah
̆

šī」であったと伝えているが，

この所伝はシャー・ジャハーン時代の用語法を逆用していると思われるので，重

視すべきではない［DhKh : i, 206］。



がある者については，第�バフシ就任の時期を基準にした。各人の「職歴」欄

では左から右に年代順に職歴が列挙されている。第�バフシ就任の前に第�バ

フシの職歴があるなど，バフシ職に複数の履歴を当人がもつ場合，それぞれに

先立つ職歴が個別に記入されている。分析において必要な場合には，第�バフ

シの前職歴と第�バフシのそれとを区別するためである。

例えば H
̆

alīl Allāh H
̆

ānの場合，儀典長を最初の職務とし，砲兵隊長，斥候

隊長，御鷹番・御馬番，斥候隊長を経て，第�バフシに就任し，これを退いた

後，メーワート地方総督，カーブル城砦司令官を経験して，再び第�バフシに

就任し，ついで第�バフシに就任した，という職歴をたどったことが示されて

いる。

表�からは次のような特徴を観察できる（以下，職名の直後に丸括弧で表示した

数字は，その職を前歴として持つ者の数である）。

第�に，大バフシ職以外の何らかのバフシ職に就いた経歴を持つ者が多い。

軍団付属のバフシ⑽，アハディーのバフシ⑹，州政府バフシ⑹，のごとくであ

る。この他，マンサブ制度導入以前にミール・バフシ職にあった例⑵，ジャ

ハーンギール時代末期の混乱期に「バフシ」として史料に見えるものの，その

位置づけが不明瞭である例⑷，継承戦争を戦うアウラングゼーブ付属の「第�

バフシ」の例⑴がある。ただしこの範疇に属する者の数は，重複を除くと，全

43名中21名に過ぎない。何らかのバフシ職という前歴は，最も優勢な傾向では

あったものの，大バフシ職就任への要件ではなかったと考えなければならな

い。

またシャー・ジャハーン時代以降に限定される問題だが，Irādat H
̆

ān以下，

その時期における第�バフシ職就任者20名のうち，第�バフシ職を前歴として

経験している者は12名に留まる。また第�バフシ職を経験しながら，第�バフ

シ職に就かなかった者も�名に上る。以上からは，第�バフシ職への就任に関

して，第�バフシ職としての前歴も，必要十分条件ではなかったという実情を

導き出せる。

第�に，州総督⒁ないしその下位単位における県総督⑺（fawǧ-dār⒀）という，

地方統治に関わる職を経験した者が多い（重複を除くと18名）ことも観察できる。
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後者はもっぱら第�バフシ職就任前の履歴として現れるが，このことは，州総

督と県総督との格差を反映するものと考えてよいだろう。ただし，州総督がむ

しろバフシ職離任後の職務として卓越していたことは，後述するとおりである。

第�に，財務長官⑵や宮内長官⑹を経験した者が複数いることには注意を要

する。職務の分掌は別として，人材の運用の上では，財務および宮内の両部門

と，大バフシの統括する軍務の部門との間に，厳格な区分はなかったという解

釈を，ここからは引き出せるであろう。ただし財務長官を経て大バフシ職に至

った�名の事例は，次のような，やや特殊な背景を備えていたので，例外的な

現象と考えるべきである。すなわち，Wazīr al-Mulkは，ジャハーンギール即

位の際に同職に任じられた（史料上は wazīrとある）が，この任用には，同人が

王子時代のジャハーンギールの家政にたずさわる財務官（史料上は dīwānとあ

る）であったことが作用していた可能性が高い。同人の任期はわずか�年半で

あり，その後大バフシ職に就くまでの行動は，マンサブの授与以外，何も分か

らない。もう一人の H
̆

wāǧah Abū al-H
･

asanも大バフシ職就任前に財務長官を

務めたが，その任期（1608年�月以前〜1611年�月）についてはWazīr al-Mulk

と同様，動向は全く知られない。このような同人の影の薄さには，1607年�月

に王子 H
̆

urram（後のシャー・ジャハーン）と孫娘との婚約を成立させていたも

う一人の財務長官 Iʻtimād al-Dawlahの権勢が影響していたかも知れない。

第�に，君主に近しく奉仕する様々な職務が前歴に含まれている。それらの

職務はおおむね次の�つに分類できよう。

⒜君主直属の武備を管理する職務。御馬番⑻，御武具番⑹，砲兵隊長⑹がこ

れにあたり，御鷹番⑶もこれに準じると見なせるかも知れない。

⒝君主への拝謁を管理する職務。儀典長⑹，御浄所監理官⑷，特別謁見場監

理官⑵などの職がこれにあたる。儀典長は君主への拝謁の段取りを付ける役割

を担う職であり，外国からの使節を出迎えるのも同職の任務の一つであった
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⒀ fawǧ-dārに対する「県総督」という訳語は暫定案である。州より小さい行政区

分（県ないし郡）に対して中央から軍団とともに派遣され，当地の治安維持ない

し徴税の活動にあたった（fawǧ-dārの職務については［Siddiqi 1961］）。派遣先

の範囲は必ずしも既存の県・郡の区分に限定されず，柔軟に運用された

［Richards 1986 : 16-17］。
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h ̆
šī
a
l-
m
u
lk
.
第
�
バ
フ

シ
か
？
）
[
M
A
l
:
4
7
2
]

第
�
バ
フ
シ

S ･
a
d
r
a
l-
D
īn

M
u
h ･
a
m
m
a
d
H ̆
ā
n

カ
ン
ダ
ハ
ー
ル
派
遣
軍
バ
フ
シ
兼
報
告
記
録
官
（
w
ā
q
iʻ
a
h
-n
a
w
īs
）
[
B
N
W
:
1
2
8
b
]
，
デ
カ
ン
�
州
バ
フ
シ
兼
報
告
記
録
官
［
B
N
W
:

1
4
4
b
,
1
7
0
a
,
2
2
9
b
]
，
カ
ー
ン
グ
ラ
ー
城
砦
司
令
官
［
A
S
:
ii
i,
2
4
8
;
A
lN
:
2
9
2
]
，
デ
リ
ー
城
砦
司
令
官
［
A
lN
:
2
9
2
,
3
4
7
]
，
デ
カ
ン
派

遣
軍
バ
フ
シ
［
A
lN
:
3
9
6
]
，
オ
リ
ッ
サ
州
総
督
［
M
A
l
:
9
0
]
，
ア
ー
グ
ラ
ー
州
総
督
［
M
A
l
:
1
4
7
]

第
�
バ
フ
シ

S ･
a
fī
H ̆
ā
n

第
�
バ
フ
シ

ア
ー
グ
ラ
ー
近
郊
総
督
（
fa
w
ǧ
-d
ā
r）
[
A
lN
:
8
2
3
,
8
3
9
]
，
御
武
具
番
［
A
lN
:
8
5
2
;
M
A
l
:
8
4
]
，
鎚
矛
手
管
理
官
［
A
lN
:
9
6
6
]
，
特
別

謁
見
場
（
d
īw
ā
n
-i
h ̆
ā
s ･
s ･
）
監
理
官
［
M
A
l
:
8
2
]
，
第
�
バ
フ
シ
［
M
A
l
:
1
0
5
]

第
�
バ
フ
シ

H
im
m
a
t
H ̆
ā
n

御
鷹
番
［
M
A
l
:
1
2
0
]
，
御
浄
所
監
理
官
［
M
A
l
:
1
3
2
]
，
イ
ラ
ー
ハ
ー
バ
ー
ド
州
総
督
［
M
A
l
:
1
5
0
,
1
5
3
]

第
�
バ
フ
シ

宝
石
庫
監
理
官
［
B
N
W
:
9
9
b
]
，
カ
ン
ダ
ハ
ー
ル
派
遣
軍
バ
フ
シ
兼
報
告
記
録
官
［
B
N
W
:
1
3
1
a
]
，
軍
馬
烙
印
監
理
官
［
B
N
W
:
1
4
4
b
]
，

カ
ン
ダ
ハ
ー
ル
派
遣
軍
財
務
官
［
A
S
:
ii
i,
1
5
8
]
，
宝
石
庫
監
理
官
［
B
N
W
:
1
8
0
a
]
，
御
文
庫
監
理
官
［
B
N
W
:
2
0
6
b
]
，
カ
シ
ュ
ミ
ー
ル

州
総
督
［
A
lN
:
3
0
2
,
4
5
5
,
5
6
4
]
，
王
女
家
政
財
務
官
［
A
lN
:
1
0
4
9
]
，
宮
内
長
官
［
M
A
l
:
1
0
2
,
1
3
9
,
1
4
2
]
，
報
告
上
奏
官
（
w
ā
q
i

ʻa
h
-h ̆
w
ā
n
）
[
M
A
l
:
1
5
6
]

第
�
バ
フ
シ

A
šr
a
f
H ̆
ā
n

ア
ハ
デ
ィ
ー
の
筆
頭
バ
フ
シ
（
m
īr
b
a
h ̆
šī
）
[
M
A
l
:
1
7
2
,
1
7
6
]
，
御
馬
番
［
M
A
l
:
1
7
6
]
，
御
浄
所
監
理
官
［
M
A
l
:
2
8
1
]

第
�
バ
フ
シ

B
a
h
ra
h
m
a
n
d
H ̆
ā
n

第
�
バ
フ
シ

第
�
バ
フ
シ

ア
ウ
ラ
ン
グ
ゼ
ー
ブ
配
下
の
第
�
バ
フ
シ
［
A
lN
:
4
4
]
，
ダ
ウ
ラ
タ
ー
バ
ー
ド
城
砦
司
令
官
［
A
lN
:
1
9
3
-
4
,
4
1
6
]
，
ミ
ヤ
ー
ン
・
ド
ア
ー

ブ
総
督
（
fa
w
ǧ
-d
ā
r）
［
A
lN
:
4
7
8
,
6
2
5
]
，
御
浄
所
（
ġ
u
sl
-h ̆
ā
n
a
h
）
監
理
官
［
A
lN
:
8
5
1
]
，
駅
逓
（
d́
ā
k
-č
a
w
k
ī）
監
理
官
［
M
A
l
:

8
2
]

第
�
バ
フ
シ

ʻĀ
q
il
H ̆
ā
n
(
M
īr
ʻA
sk
a
rī
）

御
建
物
長
官
（
m
īr
-i
ʻim
ā
ra
t）
[
A
S
:
ii
i,
2
6
6
]
，
デ
リ
ー
州
財
務
官
［
A
S
:
ii
i,
2
6
6
]
，
ア
ハ
デ
ィ
ー
の
バ
フ
シ
［
A
lN
:
8
2
9
-
3
0
]
，
御

馬
番
［
A
lN
:
1
0
6
1
]
，
ダ
ー
ム
ー
ニ
ー
総
督
（
fa
w
ǧ
-d
ā
r）
［
M
A
l
:
1
2
7
]
，
サ
ハ
ー
ラ
ン
プ
ル
総
督
（
fa
w
ǧ
-d
ā
r）
［
M
A
l
:
1
4
4
]
，
御
馬

番
［
M
A
l
:
1
5
0
]
，
宮
内
長
官
［
M
A
l
:
1
5
6
,
1
6
0
]
，
第
�
儀
典
長
［
M
A
l
:
1
5
7
]
，
砲
兵
隊
長
［
M
A
l
:
1
7
6
]

第
�
バ
フ
シ

R
ū
h ･
A
ll
ā
h
H ̆
ā
n

第
�
バ
フ
シ

第
�
バ
フ
シ

第
�
バ
フ
シ



［AlN : 116, 606-7, 621, 1104 ; MAl : 85-6］。その任務の本質は，君主に対する臣下

の接近を「習わし（tūzuk）に則って」［JNt : 214 / JNa : 185］統御するところに

あったと考えられる。御浄所監理官もこれと同様である。御浄所（ġusl-h
̆

ānah）

は元来，謁見場よりも奥向きにある君主の沐浴所であったが，これが謁見場で

のそれよりも限定的な謁見を行う場として用いられるようになり，君主の計量

賜与という恒例の慈善儀礼も同所で行われた［MTK : 579b ; AAB : 7a, 35b ; JNa :

130, 166, 169 ; INJ : 256 ; BNL : i, 145 ; AlN : 229 & passim］。御浄所監理官は，ここ

への接近を統御することがその職務であったことになる。特別謁見場監理官の

職務について史料上の証拠は無いが，他二者と同様の性格を持つものと類推で

きる。

⒞君主への上奏を担当する職務。再上奏官⑷，諸州報告上奏官⑵，報告上奏

官⑴がこれにあたる。再上奏官は勅令書を発給する過程の中で，下命の内容を

君主に再確認する職務を担っていた［AlN : 1100］。現存する勅令書の裏書きに

よっても，再確認が文書処理の上で不可欠の手続きであったことが分かる

［Shakeb 1977 : 2-3, 34 ; Or. 11697 ; Or. 11698］。諸州報告上奏官は，各州に配属さ

れた事績記録官（wāqiʻah-nawīs）からもたらされる情勢報告を君主に上奏する

ことがその職務であったと考えられる。

これらの職務と大バフシ職の職務との間に親近性を見いだすことは容易であ

る。⒜の職務に関しては，大バフシが軍務の統括に当たることを考えれば不思

議な点は無い。⒝の職務は，大バフシが衛士の一団を統括することによって，

宮廷の警護を担当していたこととおそらく関係があるだろう。⒞に関しては，

事績記録官が大バフシの統括下にあったことをその背景として挙げられる。さ

らに，宮廷外の情報と君主との接点という意味では，このような行政監察上の

上奏も，文書処理上の上奏（再上奏官の職務）と同次元に属したと考えることも

できる。但し，このような親近性にもかかわらず，これらの職務の経歴も，大

バフシ職への任用において必要条件でなかったことには注意しなければならな

い。最も事例の多い御馬番職でさえ，�例を数えるにすぎないからである。

以上のとおり，同職就任者の前職には大きく�つの特徴的な職種を見いだす

ことができた。しかしそれらのいずれもが，同職の前職としての必要条件では
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なかったことも明らかになった。したがって同職就任者の前歴は，全体として

は一定の傾向を備えつつも，個々の就任者の前職歴としては，多様な内実を備

えていたことになる。

�．�．� 大バフシ職離任後の職歴

大バフシ就任者の，離任後の職歴を整理すると表�のとおりとなる。本表も

表�と同様，事項を人物ごとにまとめた上で就任の早い順に配列してある。例

えば H
̆

alīl Allāh H
̆

ānの場合，最初に第�バフシを退いた後，メーワート地方

総督，カーブル城砦司令官を経験し，再び第�バフシを務め，これを退いた後，

第�バフシに就任し，同職を退いた後，デリー州総督，パンジャーブ州総督を

務めたという職歴が示されている。

なお表中【 】によって括られた部分は，大バフシ職のいずれかを経験した

あと，再び大バフシ職に就任した人物が，その間に経験した職歴である。この

データは，前節に示したその人物の大バフシ職の前歴に等しく，すでに検討済

みである。それゆえ先行する大バフシ職の後歴としての意味は乏しいのでここ

では勘案すべきでない。またアウラングゼーブ治世後まで大バフシ職にあった

�名のデータは本研究にとっては意味がないので，考察から除外した（表中

「―」。これにより母数は41となる）。さらに，第�バフシ職まで務めた者と第�

バフシ職で終わった者との後歴の意味は異なるので，データを区別して検討す

る必要がある。

表�からは次のような特徴を観察できる（以下，職名の直後に丸括弧で表示した

数字は，その職を後歴として持つ者の数である）。

第�に，大バフシ職在任中に死去した者は16名にのぼり，このうちミール・

バフシ職ないし第�バフシ職を経ていた者は14名である。宮廷内で貴族に殺害

された S
･

alābat H
̆

ānのような不慮の死もあり得るとはいえ，大バフシ職が経

歴の最後になるという類型は確かに存在し，これに従ったケースも数多かった

と考えることは許されるであろう。

第�に，州総督⒂を経験した者が次いで多い。このうちミール・バフシ職な

いし第�バフシ職を経ていた者は11名，さらにそのうち州総督としてその経歴
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表
�
：
大
バ
フ
シ
職
就
任
者
の
離
任
後
の
職
歴

不
明

ミ
ー
ル
・
バ
フ
シ

Š
a
h
b
ā
z
H ̆
ā
n

不
明

ミ
ー
ル
・
バ
フ
シ

Ǧ
a
ʻf
a
r
B
īg

パ
ト
ナ
ー
造
幣
所
の
管
理
［
A
N
:
ii
i,
2
2
7
]
，
マ
ー
ル
ワ
ー
，
グ
ジ
ャ
ラ
ー
ト
州
の
軍
馬
烙
印
実
施
（
職
位
不
明
）
［
A
N
:
ii
i,
2
6
4
,
2
8
0
]

ミ
ー
ル
・
バ
フ
シ

H ̆
w
ā
ǧ
a
h

Ġ
iy
ā
t ¯
a
l-
D
īn
ʻA
lī

不
明

ミ
ー
ル
・
バ
フ
シ

L
a
šk
a
r
H ̆
ā
n

離
任

後
の

職
歴

職
名

就
任
者
名

W
a
z
īr
a
l-
M
u
lk

マ
ー
ル
ワ
ー
州
総
督
［
B
N
L
:
i,
7
5
-
6
]

ミ
ー
ル
・
バ
フ
シ

ア
ジ
ュ
メ
ー
ル
地
方
統
治
（
職
位
不
明
）
［
A
N
:
ii
i,
2
6
2
,
2
6
8
,
2
7
9
,
3
1
4
]
，
「
錦
の
管
理
役
」
［
A
N
:
ii
i,
3
9
6
]
，
「
兵
士
の
管
理
と
給
与
の
決
定
」

［
A
N
:
ii
i,
4
0
4
]
，
ベ
ン
ガ
ル
州
バ
フ
シ
［
A
N
:
ii
i,
5
1
1
]
，
御
陣
営
の
警
視
(
k
o
tw
ā
l-
i
u
rd
ū
)
［
A
N
:
ii
i,
5
3
7
]
，
マ
ー
ル
ワ
ー
州
バ
フ
シ

［
A
N
:
ii
i,
6
4
4
;
M
T
:
ii
,
3
8
8
;
T
A
:
ii
,
4
4
0
]

【
タ
ッ
タ
州
総
督
［
JN
t
:
1
8
1
/
JN
a
:
1
5
6
]
，
デ
カ
ン
派
遣
軍
b
a
h ̆
šī
［
JN
t
:
3
7
5
/
JN
a
:
3
3
0
]
】

ミ
ー
ル
・
バ
フ
シ

ʻA
b
d
a
l-
R
a
z
z
ā
q
M
a
ʻm
ū
rī

無
し
（
死
去
）

ミ
ー
ル
・
バ
フ
シ

N
iz ･
ā
m
a
l-
D
īn
A
h ･
m
a
d

グ
ジ
ャ
ラ
ー
ト
州
総
督
［
JN
t
:
7
4
,
8
8
/
JN
a
:
6
1
,
7
3
]
，
パ
ン
ジ
ャ
ー
ブ
州
総
督
［
JN
t
:
1
0
2
,
1
8
4
/
JN
a
:
8
6
,
1
5
9
]

ミ
ー
ル
・
バ
フ
シ

Š
a
y
h ̆
F
a
rī
d

カ
シ
ュ
ミ
ー
ル
州
総
督
［
A
N
:
ii
i,
7
3
2
]
，
財
務
長
官
［
A
N
:
ii
i,
7
5
8
;
IN
J
:
4
8
2
]
，
ビ
ハ
ー
ル
州
総
督
［
T
A
N
:
ii
i,
8
3
4
]
，
財
務
長
官

［
JN
t
:
6
1
/
JN
a
:
5
0
]

ミ
ー
ル
・
バ
フ
シ

ミ
ー
ル
・
バ
フ
シ

無
し
（
死
去
）

ミ
ー
ル
・
バ
フ
シ

S ･
ā
d
iq
H ̆
ā
n

無
し
（
死
去
）

ミ
ー
ル
・
バ
フ
シ

財
務
長
官
［
B
N
Q
:
1
4
8
b
;
B
N
L
i,
1
8
6
]
，
デ
カ
ン
州
総
督
［
B
N
Q
:
1
9
0
a
;
B
N
L
:
i,
2
5
7
,
2
9
3
,
3
0
9
,
4
2
4
]
，
ベ
ン
ガ
ル
州
総
督
［
B
N
L
:
i,

4
4
4
;
ib
,
8
3
]
，
イ
ラ
ー
ハ
ー
バ
ー
ド
州
総
督
［
B
N
L
:
ib
,
1
0
2
,
1
0
5
]
，
ア
ー
グ
ラ
ー
州
総
督
［
B
N
L
:
ib
,
1
0
5
]
，
グ
ジ
ャ
ラ
ー
ト
州
総
督

［
B
N
Q
:
3
4
9
b
;
B
N
L
:
ib
,
1
6
6
,
2
8
1
;
ii
,
2
3
0
,
2
9
0
]
，
ビ
ハ
ー
ル
州
総
督
［
B
N
L
:
ii
,
6
0
5
]

第
�
バ
フ
シ

Ir
ā
d
a
t
H ̆
ā
n

【
ア
ー
グ
ラ
ー
州
総
督
［
B
N
L
:
i,
2
9
1
,
3
6
9
]
，
グ
ジ
ャ
ラ
ー
ト
州
総
督
［
B
N
L
:
i,
3
6
9
,
3
9
6
,
4
2
1
,
4
5
1
]
】

第
�
バ
フ
シ

Is
lā
m
H ̆
ā
n

ベ
ン
ガ
ル
州
総
督
［
B
N
L
:
ib
,
8
3
,
2
7
4
;
ii
,
1
0
3
,
1
1
7
,
1
3
2
,
1
6
4
]
，
財
務
長
官
［
B
N
L
:
ii
,
1
6
4
]
，
デ
カ
ン
�
州
総
督
［
B
N
L
:
ii
,
4
3
0
,
6
7
9
;

B
N
W
:
1
7
a
]

第
�
バ
フ
シ

無
し
（
死
去
）

第
�
バ
フ
シ

M
īr
Ǧ
u
m
la
h

(
M
u
h ･
a
m
m
a
d
A
m
īn
)

ミ
ー
ル
・
バ
フ
シ

H ̆
w
ā
ǧ
a
h
D
ū
st
M
u
h ･
a
m
m
a
d

不
明

ミ
ー
ル
・
バ
フ
シ

M
u
ʻiz
z
a
l-
M
u
lk

【
財
務
長
官
［
JN
t,
8
0
,
1
1
5
/
JN
a
,
6
6
,
9
8
]
】

ミ
ー
ル
・
バ
フ
シ

H ̆
w
ā
ǧ
a
h
A
b
ū
a
l-
H ･
a
sa
n

財
務
長
官
［
JN
t
:
3
9
0
,
3
9
3
;
JN
a
:
3
4
2
,
3
4
5
]
，
カ
ー
ブ
ル
州
総
督
［
B
N
Q
:
1
3
1
b
;
JN
t
:
4
7
4
/
JN
a
:
3
9
3
;
B
N
L
:
i,
1
2
0
,
1
2
5
]
，
カ
シ
ュ

ミ
ー
ル
州
総
督
［
B
N
L
:
i,
4
3
2
,
4
7
3
]

ミ
ー
ル
・
バ
フ
シ

ビ
ハ
ー
ル
州
総
督
［
JN
t
:
1
6
2
,
1
7
9
/
JA
a
:
1
3
9
,
1
5
4
]
，
ベ
ン
ガ
ル
州
総
督
［
JN
t
:
2
1
3
,
3
0
8
,
4
6
2
-
3
/
JN
a
:
1
8
5
,
2
7
2
,
3
8
2
-
4
;
IN
J
:
1
7
7
]

ミ
ー
ル
・
バ
フ
シ

Ib
rā
h
īm
H ̆
ā
n

【
パ
ン
ジ
ャ
ー
ブ
州
総
督
［
JN
t
:
4
1
0
,
4
3
6
,
4
7
4
/
JN
a
:
3
6
0
,
3
8
1
,
3
9
3
]
(
JN
t
:
4
3
6
が

M
a
h
ā
b
a
t
H ̆
ā
n
と
す
る
の
は
校
訂
ミ
ス
)
，
バ
フ
シ

［
IN
J
:
2
6
0
]
】

ミ
ー
ル
・
バ
フ
シ

不
明

ミ
ー
ル
・
バ
フ
シ

Q
ā
d ･
ī
ʻA
b
d
a
l-
ʻA
z
īz

不
明
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ビ
ハ
ー
ル
州
総
督
［
M
A
l
:
2
2
6
]
，
ア
ウ
ラ
ン
ガ
ー
バ
ー
ド
州
総
督
［
M
A
l
:
2
4
3
]
，
ア
ー
グ
ラ
ー
統
治
（
職
位
不
明
）

第
�
バ
フ
シ

S ･
a
fī
H ̆
ā
n

デ
リ
ー
州
総
督
［
M
A
l
:
1
9
5
,
3
8
3
]

第
�
バ
フ
シ

ʻĀ
q
il
H ̆
ā
n
(
M
īr
ʻA
sk
a
rī
)

第
�
バ
フ
シ

無
し
（
死
去
）

第
�
バ
フ
シ

【
財
務
長
官
代
理
［
M
A
l
:
1
0
3
]
】

第
�
バ
フ
シ

A
sa
d
H ̆
ā
n

財
務
長
官
［
M
A
l
:
1
5
2
]

第
�
バ
フ
シ

【
第
�
バ
フ
シ
】

第
�
バ
フ
シ

S
a
rb
u
la
n
d
H ̆
ā
n

無
し
（
死
去
）

第
�
バ
フ
シ

【
第
�
バ
フ
シ
】

第
�
バ
フ
シ

D
ā
n
iš
m
a
n
d
H ̆
ā
n

【
デ
リ
ー
州
総
督
［
A
lN
:
4
5
1
,
4
6
4
,
8
8
0
,
9
6
1
,
9
7
9
]
】

第
�
バ
フ
シ

無
し
（
死
去
）

第
�
バ
フ
シ

ラ
ホ
ー
ル
州
総
督
［
A
lN
:
1
0
5
8
,
1
0
6
7
]
，
カ
ー
ブ
ル
州
総
督
［
M
A
l
:
1
0
4
,
1
1
1
]
，
グ
ジ
ャ
ラ
ー
ト
州
総
督
［
M
A
l
:
1
2
1
,
1
8
2
,
2
1
9
]

第
�
バ
フ
シ

M
u
h ･
a
m
m
a
d
A
m
īn
H ̆
ā
n

【
カ
ン
ダ
ハ
ー
ル
派
遣
軍
バ
フ
シ
［
B
N
W
:
1
5
1
a
]
】

第
�
バ
フ
シ

L
a
šk
a
r
H ̆
ā
n

【
カ
シ
ュ
ミ
ー
ル
州
総
督
［
A
S
:
ii
i,
2
4
7
;
A
lN
:
1
9
5
]
，
ム
ル
タ
ー
ン
州
総
督
［
A
lN
:
2
1
7
]
，
タ
ッ
タ
州
総
督
［
A
lN
:
4
8
4
,
8
7
7
]
，
パ
ト
ナ

州
総
督
［
A
lN
:
8
7
7
,
9
7
2
;
M
A
l
:
7
1
]
，
ム
ル
タ
ー
ン
州
総
督
［
M
A
l
:
7
4
,
1
0
4
]
】

カ
ー
ブ
ル
州
総
督
［
B
N
W
:
1
2
5
a
;
A
S
:
ii
i,
1
3
5
;
A
lN
:
1
2
9
,
1
9
4
,
2
2
9
,
6
6
1
]
，
グ
ジ
ャ
ラ
ー
ト
州
総
督
［
A
lN
:
7
5
4
,
1
0
5
6
]
，
カ
ー
ブ
ル
州

総
督
［
M
A
l
:
1
0
4
,
1
3
6
]

第
�
バ
フ
シ

L
u
h
rā
sp
H ̆
ā
n

不
明

第
�
バ
フ
シ

ʻĀ
q
il
H ̆
ā
n

ア
ー
グ
ラ
ー
城
砦
司
令
官
［
B
N
W
:
9
8
b
,
1
7
4
a
]
，
デ
リ
ー
長
官
(
n
ā
z ･
im
)
［
A
lN
:
1
2
9
,
1
4
6
,
1
6
1
]

第
�
バ
フ
シ

S
iy
ā
d
a
t
H ̆
ā
n

不
明

第
�
バ
フ
シ

Iʻ
ti
q
ā
d
H ̆
ā
n
(
b
.
Ā
s ･
a
f
H ̆
ā
n
)

諸
州
報
告
上
奏
官
［
B
N
W
:
1
7
2
a
]
，
ラ
ク
ナ
ウ
ー
地
方
総
督
(
fa
w
ǧ
-d
ā
r)
［
B
N
W
:
1
8
4
a
-b
]
，
諸
州
報
告
上
奏
官
［
B
N
W
:
2
1
6
b
]
，
ア
ワ
ド

州
総
督
［
A
lN
:
1
2
7
,
2
0
2
]

第
�
バ
フ
シ

Ir
ā
d
a
t
H ̆
ā
n
(
M
īr
Is
h ･
ā
q
)

第
�
バ
フ
シ

A
s ･
ā
la
t
H ̆
ā
n

無
し
（
死
去
）

第
�
バ
フ
シ

デ
リ
ー
州
総
督
［
B
N
W
:
8
9
a
,
9
1
a
]
，
ビ
ハ
ー
ル
州
総
督
［
B
N
W
:
1
0
9
a
,
1
5
6
b
,
1
7
6
b
,
2
3
9
a
]
，
財
務
長
官
［
A
S
:
ii
i,
2
7
1
;
A
lN
:
1
1
6
]
，

マ
ー
ル
ワ
ー
州
総
督
［
A
lN
:
1
6
2
,
2
3
0
,
4
1
9
,
4
3
4
,
4
8
4
,
5
9
2
,
6
3
4
,
7
4
1
,
7
6
1
,
8
3
7
]
，
財
務
長
官
［
A
lN
:
8
3
7
,
8
4
9
-
5
0
]

第
�
バ
フ
シ

Ǧ
a
ʻf
a
r
H ̆
ā
n

【
メ
ー
ワ
ー
ト
地
方
総
督
(
fa
w
ǧ
-d
ā
r)
［
B
N
W
:
1
4
a
]
，
カ
ー
ブ
ル
城
砦
司
令
官
［
B
N
W
:
6
7
b
,
6
9
b
]
】

第
�
バ
フ
シ

H ̆
a
lī
l
A
ll
ā
h
H ̆
ā
n

【
第
�
バ
フ
シ
】

第
�
バ
フ
シ

デ
リ
ー
州
総
督
［
B
N
W
:
1
4
7
b
;
A
S
:
ii
i,
2
6
6
]
，
パ
ン
ジ
ャ
ー
ブ
州
総
督
［
A
lN
:
2
1
5
,
5
7
4
,
6
1
4
,
6
6
1
]

第
�
バ
フ
シ

【
第
�
バ
フ
シ
】

第
�
バ
フ
シ

M
u
ʻt
a
m
a
d
H ̆
ā
n

無
し
（
死
去
）

第
�
バ
フ
シ

御
馬
番
［
B
N
L
:
ii
,
1
7
0
,
1
8
7
]
，
カ
シ
ュ
ミ
ー
ル
州
総
督
［
B
N
L
:
ii
,
2
2
5
,
2
8
2
]

第
�
バ
フ
シ

T
a
rb
iy
a
t
H ̆
ā
n

【
第
�
バ
フ
シ
】

第
�
バ
フ
シ

S ･
a
lā
b
a
t
H ̆
ā
n

無
し
（
死
去
）

第
�
バ
フ
シ

【
第
�
バ
フ
シ
】



を終えた者は�名である。

第�に，財務長官職⑺を経験した者

がその次に多数を占める。大バフシ職

と，国制上の他部門との間に人事の厳

密な区分がなかったという点は，前職

の分析から導かれた特徴の第�と通底

する。

以上�つの特徴的な職種によって，

大バフシ職就任者のその後の経歴のパ

ターンはほぼカバーされる。就任者た

ちにとって，同職は必ずしもゴールで

はなかったことになる。帝国国制の軍

務部門における筆頭者のその後の経歴

は，その前歴と同じく，このように複

数のヴァリエーションがあったことを

確認できる。

�.�.� 職歴の類型

以上の検討によって，大バフシ職就

任者たちの職歴の中で特徴的な職種を

確認することができた。そしてそのい

ずれもが，すべての就任者に共通する

特徴ではないことが明らかになった。

その上で問題にすべきは，ひとりの大

バフシが経験した職歴の類型である。

大バフシ就任者たちが経験した職務の

このようなばらつきは，大バフシ職に

至る職歴の類型が複数あったことの反

映と考えるべきであろうか。
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第
�
バ
フ
シ

D ¯
ū
a
l-
F
iq
ā
r
H ̆
ā
n

(
b
.
A
sa
d
H ̆
ā
n
)

無
し
（
死
去
）

第
�
バ
フ
シ

M
u
h ̆
li
s ･
H ̆
ā
n

無
し
（
死
去
）

第
�
バ
フ
シ

R
ū
h ･
A
ll
ā
h
H ̆
ā
n

(
b
.
R
ū
h ･
A
ll
ā
h
H ̆
ā
n
)

―
第
�
バ
フ
シ

S ･
a
d
r
a
l-
D
īn

M
u
h ･
a
m
m
a
d
H ̆
ā
n

【
御
鷹
番
［
M
A
l
:
1
2
0
]
，
御
浄
所
監
理
官
［
M
A
l
:
1
3
2
]
，
イ
ラ
ー
ハ
ー
バ
ー
ド
州
総
督
［
M
A
l
:
1
5
0
.
1
5
3
]
】

第
�
バ
フ
シ

H
im
m
a
t
H ̆
ā
n

無
し
（
死
去
）

第
�
バ
フ
シ

無
し
（
死
去
）

第
�
バ
フ
シ

A
šr
a
f
H ̆
ā
n

【
第
�
バ
フ
シ
】

第
�
バ
フ
シ

B
a
h
ra
h
m
a
n
d
H ̆
ā
n

無
し
（
死
去
）

第
�
バ
フ
シ

―

【
第
�
バ
フ
シ
】

第
�
バ
フ
シ

R
ū
h ･
A
ll
ā
h
H ̆
ā
n

【
第
�
バ
フ
シ
】

第
�
バ
フ
シ

無
し
（
死
去
）

第
�
バ
フ
シ



6

5

3

⒜その他のバフシ職

6 4

⒝州総督・県総督

64

⒞君主近侍の職

ここで就任前の職歴に特徴

的な�つの職種，すなわち⒜

その他のバフシ職（経験者数

21），⒝州総督・県総督（同

18），⒞君主近侍の職（同18）

を，各人が経験しているかに

よって集合関係を示すと，以

下のようになる。

いずれか一つの職種しか経

験しなかった者，いずれか二

つの職種を経験した者，�つ

の職種をいずれも経験した者，いずれの類型にもほぼ等しく分布が見られる。

つまり大バフシ職就任までの職歴には，いずれかの職種の系列に特化した専門

性への志向を見出すことはできないし，かといってジェネラリスト的な方向性

への意図も読み取りがたいということになる。

さらに，この観察から予測できることではあるが，職歴の順序にも特定のパ

ター ン を 見 出 す こ と は で き な い。例 え ば Irādat H
̆

ān（Mīr Ish
･

āq）と

Laškar H
̆

ānはいずれも第�バフシ就任前に儀典長，御馬番の両職を経験して

いるが，その順序は互いに逆である。同様に，Muh
̆

lis
･

H
̆

ānと Rūh
･

Allāh H
̆

ān

（b. Ruh
･

Allāh H
̆

ān）は砲兵隊長，御武具番の両職を経験しているが，その順序

は逆である。さらに Himmat H
̆

ānと Bahrahmand H
̆

ānはいずれも，第�バフ

シを経て第�バフシに就任しているが，御浄所監理官を，前者が第�バフシ離

任後に務めているのに対し，後者は第�バフシ就任前に同職を務めている。

以上を要するに，ムガル帝国時代の大バフシ就任者の前職歴には，経験され

た職のヴァリエーションからも経験の順序からも，特有の職歴の類型を見出す

ことはできない，という結論を導ける。であるならば，彼らの離任後の職歴が

一定しないことも，同様に類型の不在によって説明するのが妥当であろう。
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就任者名 プロフィール

有力者

との関

係

1 Šahbāz H
̆

ān ラホール出身

2 Laškar H
̆

ān フマーユーン時代から奉職

3 H
̆

wāǧah Ġiyāt
¯
al-Dīn ʻAlī カズウィーンから到来。兄弟はイランの宰相

4
Ǧaʻfar Bīg 1577年，イランから到来。⑶ H

̆

wāǧah Ġiyāt
¯

al-Dīn ʻAlīの兄弟の子
○

5 Šayh
̆

Farīd Mūsawīサイイドの家系

6 Niz
･

ām al-Dīn Ah
･

mad 父はバーブルの家政の財務官

7
ʻAbd al-Razzāq Maʻmūrī ナジャフのサイイドの家系，父祖がインドに

移住

8
Wazīr al-Mulk バルラース部族の「チャガタイ人」。「ティ

ムール家に代々仕えていた」

9 Qād
･

ī ʻAbd al-ʻAzīz ニスバ Hamadānī。ウッジャイン出身

10 H
̆

wāǧah Dūst Muh
･

ammad カーブル出身

11 Muʻizz al-Mulk バーハルズ出身のサイイド

12 H
̆

wāǧah Abū al-H
･

asan ニスバ Turbatī

13
Ibrāhīm H

̆

ān 財務長官 I ʻtimād al-Dawlah の「妻の兄弟」

［DhKh : i, 143 ; ii, 230]
○

14
S
･

ādiq H
̆

ān I ʻtimād al-Dawlah の兄弟の子。I ʻtimād al-

Dawlahの娘を娶る
○

15
Irādat H

̆

ān サーヴェ出身のサイイド。⑷ Ǧaʻfar Bīgの義

理の息子
○

16
Islām H

̆

ān マシュハドのサイイドの家系。当初は君主の

書記官

17

Mīr Ǧumlah

(Muh
･

ammad Amīn)

1618年，イランから到来。イスファハーンの

サイイドの家系。甥はサファヴィー朝下のサ

ドル

18 Muʻtamad H
̆

ān 「あまり有名でない」イラン出身の人々の出

19
Tarbiyat H

̆

ān ジャハーンギール時代に中央アジアから到来。

Šuǧāʻat H
̆

ān (アクバル時代）の曾孫
○

20 S
･

alābat H
̆

ān ⒁ S
･

ādiq H
̆

ānの子 ○

21 As
･

ālat H
̆

ān イランから到来。Mīrān Yazdīの子

22 Ǧaʻfar H
̆

ān ⒁ S
･

ādiq H
̆

ānの子 ○

23 H
̆

alīl Allāh H
̆

ān イランから到来。Mīrān Yazdīの子

24 Luhrāsp H
̆

ān Mahābat H
̆

ān の子 ○

25 ʻĀqil H
̆

ān Amānat H
̆

ān の子。Afd
･

al H
̆

ān の兄弟の子 ○

26 Siyādat H
̆

ān ⒃ Islām H
̆

ānの兄弟 ○

27
Iʻtiqād H

̆

ān

(b. Ās
･

af H
̆

ān)

Ās
･

af H
̆

ān (Iʻtimād al-Dawlahの子)の子
○

表�：大バフシ職就任者の親族関係
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28 Irādat H
̆

ān (Mīr Ish
･

āq) ⒂ Irādat H
̆

ānの子 ○

Zabar-dast H
̆

ān の子Laškar H
̆

ān31

○⒄Mīr Ǧumlah (Muh
･

ammad Amīn) の子Muh
･

ammad Amīn H
̆

ān30

ヤズドから到来Dānišmand H
̆

ān29

ハーフ出身ʻĀqil H
̆

ān (Mīr ʻAskarī)35

○⒃ Islām H
̆

ānの子S
･

afī H
̆

ān34

中央アジアから到来。バダフシャーンの王家

の血筋

Sarbuland H
̆

ān
33

○
D
¯
ū al-Fiqār H

̆

ān の子。母は (14) S
･

ādiq H
̆

ān

の娘

Asad H
̆

ān
32

○

⒁ S
･

ādiq H
̆

ānの孫Bahrahmand H
̆

ān39

○⒃ Islām H
̆

ānの子Ašraf H
̆

ān38

○Mīr D
･

iyā' al-Dīn の子Himmat H
̆

ān37

○) H
̆

alīl Allāh H
̆

ānの子Rūh
･

Allāh H
̆

ān36

○
* Rūh

･

Allāh H
̆

ānの子Rūh
･

Allāh H
̆

ān

(b, Rūh
･

Allāh H
̆

ān)
42

イランから到来。S
･

aff-šikan H
̆

ān の子（出世

に父の関与乏しい）

Muh
̆

lis
･

H
̆

ān
41

○
+ Asad H

̆

ānの子。Šāyistah H
̆

ān の娘を娶るD
¯
ū al-Fiqār H

̆

ān

(b, Asad H
̆

ān)
40

○

43
S
･

adr al-Dīn

Muh
･

ammad H
̆

ān

Mīrzā Sult
･

ān S
･

afawī の子
○

�.� 大バフシ職就任者たちの親族関係

本節では大バフシ就任者たちの親族関係を分析する。

各人の要目は表�に整理した。表中には各人のプロフィールを記した。同欄

中，人名に先行する丸括弧と数字は，同表左欄の通番によって，表中に挙がっ

ている就任者に該当することを示したものである。また右欄には，当該の者が

帝国の有力者と親子，兄弟，ないし何らかの縁戚関係を有していた場合に

「○」を付した。「有力者」の判断基準は，貴族（アミール）たり得るマンサブ

（ザート数）1000以上を保有していたこと，あるいは帝国政府の要職を占めて

いたことである。この基準ゆえ，帝国に代々仕えた譜代の家系に属していても，

「○」を付されない者もいる。いずれにせよ「○」を備えない者たちは，親族

の背景にかかわらず，自らが立身出世の第一世代であったことになる。

整理の結果は比較的明瞭であり，⑷Ǧa ʻfar Bīg を別とすれば，⒀
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Ibrāhīm H
̆

ān（1614年�月，ミール・バフシ職就任）以降の時期に，有力者の縁故

を備えた者たちが大バフシ職に就任する例が続出する。同人以降の31名のうち，

22名までがそのような例である。かつて Athar Aliはジャハーンギールおよび

シャー・ジャハーン時代の大バフシ職就任者にイラン系の人々が優勢であるこ

とを指摘し，Anwarもこれを追認した［Athar Ali 1985 ; Anwar 2001 : 119］。し

かし表�のデータからは，その現象の本質が，「イラン系」という実体の曖昧

な集団の伸長ではなく，むしろいくつかの有力者の家系による縁故主義の卓越

であったことを見いだすべきである。

さらに表の「プロフィール」欄に見られるように，有力者の縁故の内実とし

ては，大バフシ職経験者の縁戚である例が顕著であることにも注意が必要であ

る（通番�，15，20，22，26，28，30，32，34，36，38，39，40，42の各人がそれにあ

たる）。もちろんバフシの親類がまたバフシになるというこの現象は，決して

血脈を通じた職能の継承と見なすべきではない。むしろ，有力者が自らの家系

の存続を図るために，もっぱら大バフシ職という装置を用いたことを反映して

いると考えるべきである。

このような縁故主義は，当人たちの昇進にも作用していた形跡を認めること

ができる。第�バフシ職が設けられたシャー・ジャハーン時代以降，同職を経

ずに第�バフシ職に就いた者は，その当初から第�バフシ職にあった

Irādat H
̆

ānを除けば�名いる。そしてそのうち，実に�名までが有力者の子

弟であった（(22) Ǧaʻfar H
̆

ān, (24) Luhrāsp H
̆

ān, (27) Iʻtiqād H
̆

ān, (28) Muh
･

ammad

Amīn H
̆

ān, (38) Ašraf H
̆

ān, (40) D
¯
ū al-Fiqār H

̆

ān）。このような経歴の跳躍は，有

力者の縁故によってこそ可能であったと考えるべきである。要するにこの現象

には，有力者の子弟や縁戚者のプロモーションの通路として大バフシ職が用い

られたという側面を見出せるのである。

但し大バフシ職のそのような側面のみを強調するわけにはいかない。職務上

の実績の善し悪しは，縁故者といえども考課の対象たり得たことに注意すべき

である。第�バフシ Laškar H
̆

ānは1655年，汚職の廉で同職を免じられ，マン

サブ500ザート削減の処分を受けた［BNW : 213a］。また後に第�バフシ職に就

任する S
･

afī H
̆

ānはその前歴において，デカン諸州政府のバフシ職をつとめて
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Rāǧah Todar Mal3

H
̆

wāǧah Šāh Mans
･

ūr Šīrāzī2

Muz
･

affar H
̆

ān1

大バフシ職の前歴有力者の子弟・縁戚就任者名

Rāy Patar Dās7

H
̆

wāǧah Šams al-Dīn H
̆

wāfī6

Qilīč H
̆

ān5

○Wazīr H
̆

ān (ʻAbd al-Maǧīd Ās
･

af H
̆

ānの兄弟)4

Šarīf H
̆

ān11

Wazīr al-Mulk10

Wazīr H
̆

ān (Muqīm)9

○○Ǧaʻfar Bīg8

○Irādat H
̆

ān ((8) Ǧaʻfar Bīgの義理の息子)15

Wazīr H
̆

ān (ʻAlīm al-Dīn)14

○H
̆

wāǧah Abū al-H
･

asan13

Iʻtimād al-Dawlah12

Saʻd Allāh H
̆

ān19

○○Ǧaʻfar H
̆

ān18

○Islām H
̆

ān17

Afd
･

al H
̆

ān16

○

○Asad H
̆

ān23

Fād
･

il H
̆

ān22

Rāy Raghunāth21

Mīr Ǧumlah (Muh
･

ammad Saʻīd)20

○

表�：財務長官職就任者の親族関係

いたが，その職務を十分に果たすことができなかったため，首府に召還され，

マンサブを削減され，h
̆

ānの称号も一時召し上げられた［BNW : 229b］。大バフ

シ職は貴公子の気楽な名誉職では決してなかったのである。

さらに，大バフシ職就任に至るまでの前歴についても，縁戚者特有のパター

ンを見いだすことはできない。確固たる特定のキャリア・パターンを見いだせ

ないという点では，有力者の子弟・縁戚も，しからざる者たちと同様である。

そして彼らとて，たたき上げの者たちと同様，前節に見いだされたもろもろの

職を経験せねばならなかった。たしかに上に示した第�バフシ職歴の跳躍のよ

うに，貴顕の係累として生まれたという「前歴」は彼らにとって有利に働きは

した。しかしその前歴はかなり重要ではあるものの，他の前歴と同様，複数あ
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る条件の一つでしかなかったのである。

このような特徴が大バフシ職にのみ当てはまるのか否かを検討するため，ア

クバル時代1573年以降アウラングゼーブの死去（1707年）までに，財務長官職

に就任した者たちについて同様の調査を行うと表�が導かれる。財務長官職に

関して筆者は，本論と同様の調査を予定しているので，ここでは任期の考証や

典拠等の詳細は省略してある。

表のデータは，有力者との子弟・縁戚関係の有無について，大バフシ職と鮮

やかな対照を示している。すなわち，そのような特性を有していた財務長官職

経験者は，23名中わずか�名しかいないのである。しかもそのうち⑷

Wazīr H
̆

ān については，根拠が薄弱である。判断の根拠は，兄弟 ʻAbd al-

Maǧīd Ās
･

af H
̆

ānが，Humāyūn時代からアクバル時代初期にかけての宰相で

あったことによるのであるが，1568年の記事［AN : ii, 324］を最後に史料から

姿を消すこの兄弟との縁故が，1580年に生じた彼の財務長官就任［MT : ii, 288 ;

AN : iii, 316］に作用したかどうかは疑わしいからである。

この事実に，縁故主義の対極としての能力主義を読み取ることができるかど

うかは，今のところ判断を下すだけの十分な材料がない。いずれにせよ，大バ

フシ職とはことなる人材運用の原理がそこに働いていたこと，そしてその原理

によって財務長官職に任用された人々が多くの場合，自らの一代で（たとえ零

細な譜代の出身ではあったとしても）出世を果たしていたことは確実に見いだせ

よう。したがって大バフシ職を経て財務官職に就いた�名は，大バフシ職のキ

ャリア・パターンの結果として同職に任じられたのではないことになる。この

�名のうち�名が有力者の縁故者であったとしても，財務長官職への任用に作

用したのは，その「前歴」とは別の条件だったのである。

さらに，ここから敷衍できる事柄であるが，財務長官の縁戚者が財務長官に

就いた例は⒂ Irādat H
̆

ān しかないことの意味も大きい。しかもこれはシ

ャー・ジャハーンが即位したときのことで，政権成立の立役者 Ās
･

af H
̆

ānの請

願によってこれが成るという，きわめて異例の出来事なのである［BNL : i, 186］。

これを極端な例外とすれば，財務長官職は有力者筋のプロモーションの通路で

はあり得なかったし，まして，財務長官職を輩出する家系などは存在し得なか
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ったと考えることができる。財務長官職を経験し，息女 Nūr Ǧahān をジャ

ハーンギールの妻とした大物中の大物 Iʻtimād al-Dawlahの一族・縁者たちで

さえ，経歴の通路として大バフシ職を用いた事実はこのことをよく表している

（Ibrāhīm H
̆

ān, S
･

ādiq H
̆

ān, S
･

alābat H
̆

ān, Ǧa ʻfar H
̆

ān, I ʻtiqād H
̆

ān, Bahrah-

mand H
̆

ānがこれにあたる⒁）。

さて，大バフシ職と国制上の他部門との間に人事の障壁がなかったという観

察はすでに述べたとおりである。その内容は，宮内長官職がもっぱら大バフシ

職の前歴の一つとして用いられたということ，および，財務長官職をその前歴

として経験した�例が例外的なものであったこと，それゆえ，財務長官職への

就任は大バフシ職のもっぱら後歴と見なせること，であった。この観察に従う

ならば，大バフシ職を含めた�部門の人事の流動性は，宮内から軍務へ，およ

び軍務から財務へ，という非対称的なものであったことになる。そして，職歴

を積むとともに人士の地位が上昇していく一般原則に従うならば，宮内に対す

る軍務の，および軍務に対する財務の，人材運用上の優越性がそこに浮かび上

がってくる。

このような人事のあり方が，おそらく部門そのものの序列を反映していたこ

とは，勅令書の作成手順の中に読み取ることができる。詳細な検討は別の機会

に譲るが，大バフシの職務の一つであるジャーギール発給の勅令書の処理には，

複数の段階で財務長官の関与を必要としたことが，現存する勅令書裏面に記入

された由来書きと担当官の署名・捺印によって確認できる⒂。このような財務

長官の関与は，宗務長官が管轄する免租地発給の勅令書においても同様であ

り⒃，軍務，宗務の両部門に対する財務の優越をうかがわせる有力な材料であ

る。
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⒁ Iʻtimād al-Dawlahの一族については［Habib 1969］によって，ほぼ網羅的な情

報を得ることができる。

⒂ シャー・ジャハーン時代1632年発行の勅令書［Shakeb 1977 : 2-5, plates nos.

1-2］。この勅令書についての紹介は［近藤 2003 : 337-339］。

⒃ シャー・ジャハーン時代1629年発行の勅令書［Or. 11697］。アウラングゼーブ

時代1691年発行の勅令書［Or. 11698］。但し後者においては，財務長官の代理と

して大バフシが決裁している。



もちろん年代記史料からは，財務，軍務，宮内，宗務の�部門を序列づける

発想を読み取ることはできない。むしろ国制上不可欠の要素として，各々の重

要性を並置して記述する［AA : i, 3-5］。それゆえ，人材の運用に反映されたこ

のような序列は，理念上は整然と配列され記述されていた国制の実態面であっ

たと考えるのが妥当であろう。

お わ り に

本論で得られた知見は以下のとおりである。

⑴大バフシ職就任者の任期は一定していない。⑵同職就任時のマンサブ値は

一定していない。すなわち同職就任とマンサブとの間に，相関関係を見出すこ

とはできない。しかし第�バフシと第�バフシとの相対的序列はマンサブによ

って維持されていた。⑶同職就任者の前職歴としては，その他のバフシ職，

州・県総督職，君主近侍の諸職の�つの職種が主流である。⑷大バフシを経歴

の最後とする就任者が多い一方，州総督ないし財務長官として転出する例もあ

る。⑸大バフシ職就任者に特徴的な職種はあるものの，特有のキャリア・パ

ターンは見られない。⑹大バフシ職には有力者の子弟・縁戚者の昇進の通路と

しての機能があった。この点は，財務長官職と大きく異なる。⑺大バフシ職は

人事の序列においては，宮内長官職に優位し，財務長官職の下位にあった。こ

のことはおそらく国制の業務上の序列と並行している。

以上の知見を踏まえて，次の見通しが得られる。大バフシの職務の一つが君

主と外界との接触を統御することであったことはすでに述べた。それによって

同職が帯びていた君主との特別な近しさは，国制の実務上の序列とは別種類の

格を与えたはずである。マンサブ制度にかかわる文書行政の担い手という機能

を財務長官職と共有しながら，低い序列に甘んじた大バフシ職が，前者に吸収

されることも，国制の網目に埋没することもなく，全時代を通じて存在感を示

し続けた真の理由はその格にあるのではなかろうか。実務上の劣位は格式の優

位によって補われていた。そう考えれば，有力者の子弟たちが数多く任用され

た理由は合理的に説明できる。もちろんしからざる者たちも就任者に数多くい

たことは，君主への近しい距離が縁故以外の要因によっても得られたことを意
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味している。このことはムガル帝国の国制における人材の運用が，幅広く門戸

を開いていたことの証拠かもしれないが，この種の全般的な判断は，帝国国制

の他の諸職における人材運用の実態を踏まえて下されねばならない。

そのためには，大バフシ職の職歴に見える職種のヴァリエイションやキャリ

ア・パターンの不在といった特徴が，財務長官職，宮内長官職，宗務長官職と

いった他の諸職においてはいかなる様相を呈するのかを検討するため，各々の

職の運用における人的要因をそれぞれ分析する必要がある。ムガル帝国国制の

実態はそれらの作業によって，より明確な像を結ぶはずである。
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2012) and the resistance of the Turkmen headed by Mahmud Khan Atal'khanov. 

Thus in the period prior to the Russian Revolution， the introduction of modem 

motor i町igationeq凶pmentand the establishment of a plantation with the aim of 

cultivating and exporting commercial crops in the territory of the Khanate of Khiva 

at the lower basin of the Amu Darya river basin was never realized. 

ON THE OFFICE OF BAlJSl IN THE MUGHAL EMPIRE: 

THE PERSONAL F ACTORS OF THE OPERATION 

OF THE OFFICE OF BAHSI-AN-I 'IZAM 

孔1ASHITAHiroyuki 

Many aspects of the state system of the Mughal empire remain obscure. The 

aim of this article is to clarify the actual operation of the office of ba~st， which 

shouldered military administration in the state system， and particularly those of 

the ba~sf-an-i 'i;，am who occupied its leading position in the central govemment. 

This task has great significance in considering the operation of the personnel sys 

tem known as the mansαb system and the aristocracy of the empire. This article 

focuses on the period from the introduction of the man'fab system in 1573/4 to the 

death of Awrangzlb as well as confirming the position of the baMf-an-i宵amin the 

state system by surveying the office of baMf in general throughout the Mughal 

empire， and by indicating the evidence tωo cαre伺at白ea 叫li凶s坑t0ぱfthe holders 0ぱf白eof妊伍f白ices

therebya加na旧alyzesthe personal factors of the operation of this of伍ficesuch as the ti 

tle holde臼r縄、 m αω2幻削1俗Sαb， official career， and familial relations. 

The following knowledge has attained through this analysis. First， the term of 

the ba~sf-an-i 'i?am was indeterrninate. Second， the ma仰 brank on the appoint-

ment was also indeterrninate. In other words， a correlation between this office and 

the mansab cannot be confirmed. However， the interrelated order between the 

first ba~sf and the second ba~sf was sustained by the man'fab rank. Third， as for 

the prior positions of the holders of this office， they were chiefly of three types: 

other ba~sfs， govemors of provinces or districts， and entourage of the emperor. 

Fourth， many ended their careers in the office of ba~sf-an-i 'i?am， but some were 

transferred to the offices of govemor of a province or the minister of finance. 

Fif出， although the holders of the office of ba~sf-an-i 御am had characteristic 
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offices antecedent to their appointment， no specific career pattern could be dis-

cerned. Sixth， reaching the office of balJsl-an-i 'i~ãm functioned as a path of advan-

cement for the close relatives of influential figures. This point differs greatly from 

the case of the minister of finance. Seventh， in terms of the order of appointment， 

balJsl-an-i 'i~ãm had precedence over the minister of the imperial household and 

was subordinate to the minister of finance. This likely paralleled the order of re-

sponsibilities within the state system. 

FROM THE YORUK IN RUMELI TO THE DESCENDANTS 

OF THE CONQUERORS: THE ESTABLISHMENT AND 

DEVELOPMENT OF THE SEMI-WARRIOR STATUS 

OFTHE“NOMADIC PEOPLE" 

IN THE OTTOMAN EMPIRE 

IWAMOTO Keiko 

After the subjugation of the Balkan Peninsula by the Ottoman Empire， many 

people crossed from Anatolia to the Balkan Peninsula， which was named Rumeli. 

From Western Anatolia， Turkish nomadic people called yo・rukemigrated and set-

tled in various locations， forming tribal groups. Based on the yoruk in Rumeli， the 

group known as the descendants of the conquerors (Evlad-z F，働 側 wascreated 

in the late 17th century. 

In this article， 1 employ source materials such as tax registers (μrpu ta存rlrdeー

ルri)，legal codes (初nun-name)and registers of imperial edicts (muhimme defteri 

) to study the role played by the yoruk in Rumeli in the Ottoman society， the kind 

of relationship they built with the central government， and the reason why the de-

scendants of the conquerors was created among the yo・rukin Rumeli. 

In the 16th century， in exchange for a partial tax exemption， the yoruk in 

Rumeli participated in battles as soldiers in time of war and engaged in various 

kinds of non-combatant labor in times of peace. The central government and the 

yo・rukin Rumeli were often at odds over the duty to serve the military or in 

various types of labor service， but because the yoruk in Rumeli were an important 

source of labor during times of war and peace， the central government never dis-
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